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別紙
委員長　　　　開会宣言、あいさつ
議長　　　　　あいさつ
町長　　　　　あいさつ
委員長　　　　これより議事にはいります。
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　

認定第１号

委員長　　　　まず、本委員会に付託されました認定第１号平成20年度長久手町一般会計決算認定についてを議題といたします。最初に決算の総括について副町長より説明をお願いします。

副町長　　　　決算の総括について説明。

委員長　　　　説明は終わりました。

川本委員　　　主要事業の成果の中から説明を聞いた。数字を見ればわかることかもしれないが、もう少し噛み砕いて、平成20年度はこうだから将来的には安心だとかそういうものがないと判断しにくい。平成20年度決算に基づく普通会計財務書類４表がポストに入っていた。これの出てきた動機は何か。自分なりに理解すればいいのか、これに対する説明があるのか。

財政課長　　　先ほど副町長から財政の主要指標等報告しています。全般的に長久手町の数値は愛知県の平均に比べて大変良好な数値です。昨年度の決算もそうですが今年度の決算もそうであろうと考えています。それから普通会計財務書類４表ですが、一般質問等いただいており、各議員も非常に関心を持っていると判断し、なるべく早い時期にということで今回配布させていただきました。ただ速報値という形で出しており、これについては今後近隣市町と情報交換しながら数値の考え方、捉え方が妥当なものかどうかの検証も含めて勉強していきたい。今回初めて新しい公会計で財務書類を作るようにと総務省から指導があり、なるべく早い時期にということで配りました。内容については普通会計単体の物を配布していますが、最終形としては連結決算を作ることが求められており、そういった段階でもう少ししっかりとした分析もしようと思っています。

川本委員　　　これについては、まだ完ぺきなものではないが、総務省からの通達をもとにとりあえず一遍出して理解してくださいということか。これを見てもなかなか理解しにくい。

総務部長　　　本来は平成23年にきちんとまとめて報告するということで、一般質問でも答弁しました。できる範囲においては平成20年度の決算でそれをやり、きちんとした物としてまた提示していくことの第一段階です。頭に速報値ということでそのことを書き、まずは案内をしました。今後についてはいろいろな場面で報告等していかなければいけないと思っています。今のところまずは皆さまに配布しました。

原田委員　　　名古屋市等で裏金の調査をやってもやっても終わったらまた出てくる。再三これまでの長久手町でもこの問題については確認がされたが、決算議会なのでこの場で裏金は長久手町は存在しないということについて答弁願いたい。

総務部長　　　去年くらいから名古屋市等でそのような話があったと思います。そうした中で監査委員からいろいろな指摘があり、監査室で各課にそうした文を出し集計を出しました。その結果、そういったことは一切ありません。ただ、これで終わりではなく今後もその辺の部分もチェックしていこうということで監査室は次の部分を行おうとしています。

委員長　　　　裏金問題は一切無いということです。第４表だが昨日も私たち何人か気になって説明してもらえるか聞いたが、経緯というものを先に示してもらえれば助かったと思います。今後ポストに入れる時に、説明だけを付け加えてください。

総務部長　　　今委員長の言われた部分が足らないかもしれませんが、１ページに記載してある部分が通達等、近隣市町の状況も踏まえて記載しています。４ページでは今後の予定ということで記載しました。その部分が至らなかったということですのでご理解願いたいと思います。
税務課
委員長　　　　これより審査に入ります。最初に税務課お願いします

税務課長　　　税務課の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

原田委員　　　平成20年度地方税に関わる税制度の変更について主なものは何か。

税務課長　　　住民税は課税の中で株の関係が若干ありました。大きな変化はありません。固定資産は家屋改修で省エネ改修等があった場合に減額するという制度があります。それと住民税について平成20年度は寄附金控除の枠が拡大しました。

原田委員　　　税源移譲に伴う住民税の増税は平成20年度からではなかったか。

税務課長　　　平成19年度で終わっています。

原田委員　　　寄附金控除を言われたが、住民はふるさと納税で納めてくる。平成20年度からそれはないのか。あればどこに計上されるのか。

税務課長　　　町内に住んでいる方が各市町に行われるので、長久手町へしたものと限りません。ふるさと納税は申告書ではありました。ただその方がどちらへ申告したかはわかりません。受け取りは税務課で担当していません。

総務部長　　　ふるさと納税ですが決算書51ページに書いています。長久手町の場合は２件分９万円という数字が私どもに来ています。

原田委員　　　税制度に関しての株の譲渡に関して、どれくらい減税になったかはわからないのか。

税務課長　　　資料を作っていません。

原田委員　　　主要事業成果46ページで納税義務者数と課税額のところで、給与所得の関係で計算してみた。特別徴収分はサラリーマンの支出です。給与所得割額を割り戻したが、平均額は19年度とたいして変わらず若干減っているだけだった。不景気の影響はまだないとみたのか。

税務課長　　　平成19年度、平成20年度ではほとんど税額に対し影響はありませんでした。委員の言われるとおりです。

原田委員　　　予算時に個人町民税が36億9,123万円で、補正で1億9,349万円と増えるが、毎年これくらい補正でプラスになる。予算時に補正で２億円近くも出さなくてもいいような精密な推定はできないか。

税務課長　　　税は申告したものがベースになります。当初予算時には過去５年間の伸び等をみて行うが、今年度のように特に景気悪化ということになると、みたとしても大きくは見込めません。平均値近くでみています。
原田委員　　　決算書105ページの税の支出で町税還付金がある。4,779万5,180円の計上になっている。新聞報道によると法人税の減収になったところは、還付金で大変苦労している。長久手町は平成19年度が2,195万円で平成20年度でも4,779万円と非常に少ない。影響が少ないということで済んだのか。

税務課長　　　徴税費になるので後ほど収納課から説明します。

伊藤委員　　　先ほど固定資産税の委託料の不用額が増えた主な理由は、時点修正によるものと表現したが、右の備考欄に時点修正業務委託が載っている。これが大幅に減ったのか。電算処理費でもだいぶん減っているが、もう一度不用額の説明を確認したい。

同資産税係長　鑑定評価額時点修正業務委託だが、長久手町内に地価下落が行われた場合に時点修正を行うが、それを不動産鑑定士に委託して行う業務委託です。これは前年と変わらない金額です。今回不用額になったのは、電算処理費の電算委託費の中で、時点修正業務委託の結果を受けて、長久手町内で平成20年1月1日から７月１日の半年間、地下の下落がなかったということに基づき、平成21年度の評価額に対してはその地下の下落修正業務がなかったことにより不用額が発生しました。

原田委員　　　普通徴収から特別徴収、特別徴収から普通徴収に移動した場合、その時に課税漏れ、例えば、特別徴収の場合事業所から報告がくる。そういう変動があったのに事業所が出さずにいた場合、普通徴収としてきちんと請求はそちらに行くような手続きはできているか。
税務課長　　　会社から届け出がなかった場合については、退職したか把握できないので、特別徴収ということで業者に請求しています。事業者も未納になってくるので、時期はずれるが届け出は出してもらいます。届け出を受けた後、普通徴収へ切り替えるという作業をしています。

委員長　　　　他にございませんか。なければ、税務課の質疑及び意見は以上で終了いたします。
収納課

委員長　　　　次に収納課お願いします。

収納課長　　　収納課の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

原田委員　　　国保は後からやるのか。

収納課長　　　国保は特別会計なので文教福祉委員会で報告します。

原田委員　　　収納課として町民税と国保と両方仕事でやっているので、どういう内容で不納欠損を認めたかについては、決算委員会で確認するということが普通であるが分けるのか。

総務部長　　　一般会計上の決算ということで行っていると聞いています。ご理解いただきたい。

原田委員　　　徴収率がなかなか伸びない。それはどういうことがあるか。納税を促すどういう努力をしているのか。

収納課長　　　徴収率が伸びない主な理由だが、納税については景気動向等が左右され、前年度秋からの景気の悪さ、リストラ、倒産等の問題で経済的に納入できないのが主な内容です。納税相談に来ても完納ができないので分納になります。分納になると翌年度に残っていってしまう。預金調査や財産調査をしても差し押さえ等に至らない場合は、翌年度に残っていって徴収率が上がってきません。長久手町は転入、転出が激しい自治体であるので、転出されて不明になる方もいます。ただ近隣市町と比較して上位の収納率を誇っており、不能欠損についても少ない自治体です。次にどんな努力をしているかですが、納税期日がきても納められない方へ督促状を出したり、催告書を順次出していく形です。それでも納めない方へは調査をします。例えば、法務局の調査で土地があるのか、他市町から移ってくれば、他市町に連絡を取り税の内容はどうだったか調査します。財産があれば差し押さえ、預金があれば預金の差し押さえをとって納税率を上げる努力をしています。

原田委員　　　不能欠損として今回落とした主なものを教えてください。

収納課長　　　不能欠損は、地方税法第15条の７の第５項で自己破産や倒産や死亡という形のもので、法人で倒産にからむものが昨年度は２件ありました。金額にすると119万8,200円です。次に地方税法第15条の７の第４項ですが、資産調査をして生活困窮の過程で税を納めるのが困難である場合、執行停止をかけ、３年過ぎると納税義務が消滅するもので20件ありました。金額にすると127万3,438円でした。次に地方税法第18条の第１項ですが、税が払えなくて５年経過をして納税義務が消滅するもので246件ありました。金額にすると934万2,653円となりました。

原田委員　　　執行停止をかけて３年で納税義務がなくなるのと、５年経過して時効になるのに関わってくるが、対象になるような方に減免制度を活用することはできないのか。

収納課長　　　減免制度は税務課で取り扱っています。ただ国保は特にそういったことがあるかもしれません。

税務課長　　　減免については過去に遡ってというものはありません。今後発生するものに対する減免です。不能欠損については対象になりません。

伊藤委員　　　主要事業成果の62ページの休日夜間収納窓口の開設だが、日曜日ということで職員の残業手当で対応しているのか、振替を使っているのか。

収納課長　　　時間外で取り扱っています。昨年度の実績は収納窓口で294時間かかりました。当初、内容の内部討論を行い、人員配置が少ないので振替にすると窓口対応で対応が難しいので時間外になりました。

伊藤委員　　　現在の人員配置では難しいということだが、今後このようなサービスは、必要であり続けていかなくてはいけないがどうか。
副町長　　　　町全体のバランスもあります。税務課、収納課辺りになると、時期的に忙しい時があり、人がやりくりできない時に時間外でやり、そうでない時は振替でやってもらい、他の課にも基本的には振替でやってもらうことで指示しています。全体的に長久手町の人口が増加しているので、事務量は大変増えています。ただ定数的には町の枠があり、なかなか振り分けられないということがあります。慢性的に人員不足ということがあります。
原田委員　　　減免制度について過去のものには適用されないという説明があった。現状から、派遣切りや求職をしてもなかなか仕事がみつからない人がたくさんいる。今年の初めに派遣切りにあった人についていうと、去年300万円くらいの所得があり10何万円の税金を納めなくてはならないが、現在は収入がなくて払えない。去年の収入に住民税がかかってくるので当然過去になる。減免制度を作ることが必要ではないのか。既に不能欠損を行っているので、納税相談にきて町を信頼してがんばって税金を払いたいが払えない。当然分納とかになるが、払えない分には町長の権限で減額できるので活用してもらい、過去の分にも減額することについては制度として必要だと思うがどうか。

税務課長　　　昨年の収入というのは平成21年に課税しているので、過去のものではありません。去年の収入に対して今年課税します。雇用保険をもらっている方については課税標準額70万円以下については納期未到来のものについては去年収入があって今年なくなる方も減免対象になっています。

原田委員　　　70万円以下ではなくて枠を広げるということが結果として考えていいのではないかと指摘します。

水野委員　　　監査委員からも、滞納者への対応徴収方法について先進地事例を研究し、収納率向上に引続き努力されることを期待すると言うが、収納を上げるために東京都稲城市ではコールセンターを設置して、職員でない人を置くことによって催告している。東久留米市ではシルバーを使ってやっている。今後そういったことは考えられないか。
収納課長　　　滞納者に早期に電話をして納入を促すことで、この付近では尾張旭市が今年から始めています。そういった先進地を勉強して有効であれば検討したいと思います。

原田委員　　　決算書105ページの町税還付金だが、個人に返している説明だったが、企業関係に返す金額ではないか。法人に返す分はどうなったか。

収納課長　　　この還付金には法人の還付金も入っています。ただ法人については今年度大変伸びています。大きな企業では1,000万円単位で、今年については12月に補正をするかもしれません。時期がずれてきており、昨年度大変な不景気で、予定納税されているので、今年還付することになります。

委員長　　　　他にございませんか。なければ、収納課の質疑及び意見は以上で終了いたします。
　　　　この際、暫時休憩とします。
　　　　　　　
午前１１時２分休憩
　　　　　　　
午前１１時１０分再開
　　　　　　　　　
住民課

委員長　　　　休憩前に引続き会議を再開します。次に住民課お願いします。

住民課長　　　住民課の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

原田委員　　　主要事業成果の順番どおり聞いていく。サービスコーナーのところだが、アンテナショップが役割を果たしていると書いてあるが、実績の表示が無いが。住民基本台帳ネットワークシステムで1,354万円ほど使っている。費用対効果の点でかかり過ぎではないか。住民基本台帳カードを身分証明証代わりに使うことがあるが、使えない場合に対しどういうふうに今後していくのか。それから住民票の閲覧件数が１件増えたが、どういう内容でどういう人が閲覧したのか。

住民課長　　　販売実績については後にして、住基ネットの費用対効果について答えます。住基ネットについてはインターネットを使って行政サービスの利用ができるＩＴ社会の実現できる電子政府、電子自治体の基盤です。パスポート申請等に住民票の写しの添付省略、現況届の省略、転入通知のオンライン化により事務の効率化や郵送料の削減の効果を生んでいる。行政サービスを拡大しており費用対効果は難しい。カード関係で身分証明証に使えない場合どう対応するかだが、住基カードについては、写真付きのもの、写真がないものがあります。身分証明として活用できるものは写真付きのものです。身分証明として使いたいという希望があれば、写真付きのものを取ることを案内しています。閲覧状況については、住民基本台帳法改正により毎年広報等に閲覧状況を報告しています。昨年度は12件です。内容は国、県からの統計用資料で閲覧請求、学術研究で大学等からの照会が２件、自衛隊が２件、合計12件です。Ｎピアの販売状況だが、戸籍関係等は主要事業の成果で報告しています。これ以外に文化の家のチケット販売、ござらっせの温泉回数券、町の発行冊子、生涯学習課の町史、都市計画課の都市計画等を販売しています。

原田委員　　　住民票の閲覧で自衛隊が２件あったが、何のために閲覧したのか。

住民課長　　　自衛官募集に伴う対象者抽出のためです。
委員長　　　　他にございませんか。なければ、住民課の質疑及び意見は以上で終了いたします。

安心安全課

委員長　　　　次に安心安全課お願いします。

安心安全課長　安心安全課の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

伊藤委員　　　駐輪場の駐輪台数が増えている。各駐輪場の状況はどう考えており、今後どうするのか。

安心安全課長　整備そのものは安心安全課ではなく建設部でつくっています。各駅前、特に市街化区域での利用が盛んで、はなみずき駅、杁ヶ池駅に多くの利用があります。若干調整区域で、古戦場駅から東はまだまだ余裕があります。今後の整備は周辺の利用状況を考え、昨年度末、増設で約２倍に収容能力を高めているので、状況をみながら計画課と協議していきたい。

伊藤委員　　　はなみずき駅等は足りないような状況だと思う。よく調査をして今後の対応を検討してほしい。増やす場所はあるのか。

安心安全課長　特にはなみずき駅は駅前広場にまで自転車が広がっており、まだまだ需要があります。昨年度駅広内にも造ったが、このような状況をみながら実施したい。駐輪場の中でも２段式のものだが、上の段の利用が若干余裕があります。周辺の用地状況もあるので勘案しながら今後の計画を検討していきたい。

水野委員　　　セーフティーステーション事業でセーフティーパトロールが行われているが、パトロール中に気づくことがあると思う。どういったことが報告されているのか。報告に対してどのように対応しているか。

安心安全課長　日中の場合、小中学生の下校時なので、例えば、交通安全上の問題で草が生い茂って見にくい等については、報告をすぐ担当課の協力を得て草刈り等をお願いしています。また元々職員が警察官なのでそういった眼で見て交通施設がいるかどうか報告をもらっています。夜間は防犯灯等の設置が必要かどうかや、日常管理の中で球が切れそうだとかの報告もあります。日中問わずプロの眼で見て、防犯、交通安全上の指摘について報告をもらい担当課で対応しています。

水野委員　　　カーブミラーがあった方がいいということであれば土木課と相談するということか。

安心安全課長　町でできる交通施設については土木課に要望をあげています。警察関係については警察要望に加えています。

水野委員　　　カーブミラーだが、土木課では設置基準がある。交通安全という面からみたときにカーブミラーがあったらいいというときには強く推すのか。

安心安全課長　交通施策の中にも整備に関しては１つだけの方法で済むのか他の方法もあるのか土木課の意見も聞きながら、我々の意見は伝えるが決定は担当課でお願いしている。ミラーだけなのか視距を良くするだとかいろいろな方法を考えます。予告看板の設置を安心安全課でできるので、そういったものも組み入れてやっていこうと思っています。

水野委員　　　雑草が繁っていて見通しが悪い所も課に連絡するということだが、効果はどのようか。

安心安全課長　地主それぞれというのがあり、やっていただける方とやっていただけない方があります。道路の管理上のものについては、土木課が直接刈る場合もあり、特に木が障害になるようなときは土木課に刈ってもらうときもあります。

青山委員　　　巡回パトロールだが夜間もやっており、盗難等は深夜によく発生している。深夜にスポットで回ることができればいいがどうか。

安心安全課長　パトロール要請等が地元の方や関係課から事件の発生に伴ってあります。そういった場合、通常のパトロールコースから一定期間を置いてその所を毎日回っています。今年の夏に丸根地区で野菜の被害があった場合、６月中旬から８月中旬の毎日パトロールを実施しています。不審者が出た場合はある程度の期間毎日回るということなど、時々に応じたパトロール場所の指示をしています。

青山委員　　　一番最長にできる深夜の時間帯は何時までか。

安心安全課長　セーフティーの職員の勤務時間は夜10時で、それ以降については同時に交番に同じ要請があった場合はうちの方から交番へのパトロール要請もしています。交番だと毎日というわけにもいかないので、可能な範囲で実施するように要請しています。

原田委員　　　主要事業成果の順番でいく。先ほど水野委員から交通安全施設の建設、

設置の意見があったが、安心安全課で住民からカーブミラーを付けてくれとか様々な要望がある。交通安全上必要だとやると言われたが、現に今年８月13日の深夜に事故が起きた。県道だから事故があった以上は安全対策をすることが県警や県土木事務所に出すべきだと思う。安心安全課の対応はどうか。

安心安全課長　８月の件は、翌日の朝９時に警察と尾張建設事務所、安心安全課が立会い現場検証に基づく対策で、防犯灯の新設、チャッターバー、減速帯の表示等４つくらいやるということを現場で３者協議で決めて対策をします。町では40、50キロ現場の表示看板を立て迅速に対応しています。工事は道路管理者の都合があるので早急にやると聞いています。

原田委員　　　平成20年度も何かあった時はそういう対応で処理をしてきているということか。防犯啓発事業で様々なことがあるが、予防的な対策は安心安全課ですることと思うが、防犯啓発事業をやってきて、防犯街路灯も設置してきたが、平成20年度の防犯関係の事件、発生状況はどうなってきたか。

安心安全課長　最近の防犯情勢は、セーフティーステーションを設置した平成17年度からどうかというと、平成17年度と平成20年度の町内における刑法犯の発生状況の比はマイナス33％、約３分の２に年々減ってきています。今年の１月から７月だが愛知署管内２市２町の中で長久手町だけが若干の減少になっています。主な原因は空き巣、大きな強盗等は少ないが、最近多いのが車上狙い、部品狙い、自転車盗です。特に自転車盗は町内の犯罪で最も多いが、この件数を減らすことが一番件数的には減ります。昨年度、各駐輪場にダミーカメラの設置、一番被害の多かった大型店舗に防犯カメラを設置してもらい、てき面に減りました。

原田委員　　　主要事業成果の53ページ、毎年400万円から500万円弱ぐらいで避難所資機材の整備をしているが、現時点でどこまできたのか。こないだ防災訓練があったが、震度６弱というとそう被害がないことにもなりかねない。猿投北断層等の直下型地震のことを考えたら避難所は大切だが、資機材の準備状況はどのようか。

安心安全課長　備蓄資機材は町の防災倉庫に主な物があります。特に食品関係については防災倉庫、各小中学校の防災倉庫にも避難所活動のための資機材を常備しています。文化の家、杁ヶ池体育館、福祉の家にも若干の資機材を備蓄しています。近隣市町と比べて品目、常備品とも見劣りしません。

原田委員　　　Ｎバスの去年までの運行状況をみて、今年の新しい体制に切り替えてきたがお年寄りや弱者の足を守る役割はある。新しく公共交通機関としての位置づけは割合としてどれくらい出てきたのか。自家用車をやめて公共交通機関に乗ろうというＣＯ２削減問題で環境問題等が出てくるが、そういう問題について、平成20年度までの運行でどのように役割が変わってきているのか。
安心安全課長　法改正に伴って、地域コミュニティーバスも公共交通の一翼を担わなければならないことになってきた。何割ほどという目的は特に無いが、一翼を担っています。担わなければ民間の路線バス事業者が赤字路線から撤退してしまうので、協調しながら町内全域をカバーしたい。公共空白地帯は今回の改正で若干少なくなりました。環境に関しての負荷をできるだけ軽減するために自家用車利用から公共交通への転換は全国の課題でもあります。特に本町は藤が丘方面への自動車通勤が多く、こういった方が少しでも意識を持ってもらえればということは、公共交通会議の中でも意見としてももらっています。
原田委員　　　自主防災組織が順調に増えていっているが、さらに展望は開けてきているのか。
安心安全課長　昨年度４箇所で今年度も３地区から要望があり、予算も３地区分計上しています。さらに他の地区から声も出てきており気運が高まってきています。できれば各地区に組織が充実していくことを望みます。

委員長　　　　自主防災活動について町内の自治会で何％くらい防災倉庫が設置されているのか。その設置もしている自治会も年２回くらい継続して防災訓練をしているのか。

安心安全課長　昨年度末で防災倉庫を持っている自治会の数は15箇所です。今年３箇所で18箇所になる予定ですが、平成17年度以前は３箇所でした。順調に増えてきているが割合的にはまだ低い状況で、今後も積極的に増やしていきたい。自主防災倉庫を作ってもらうまでに各地区での自主防災活動をやってもらっているができた後も引き続き、年最低１回だいたい２回ずつやってもらっています。昨年１年間でそういった活動が新規から従来を含めて昨年は36回延べ参加人数は1,186人が参加してもらい、資機材の使用方法だけでなく初期消火や応急手当やＡＥＤを使った心肺蘇生の訓練をそれぞれがやってもらっています。
委員長　　　　長湫区の連合会ごとの防災訓練を繋げていくにはまだまだ先になるのか。

安心安全課長　まだ自主防災組織が全てに無いので、地元でたくさんできてそれから合同訓練に発展していけばと思います。ある学校区では連合会長が中心になって積極的に活動してもらい展望が開けてきたところもあります。町もそういったところには防災フェスティバルや防災講演会の事業を学区ごとに開催しているので積極的にバックアップしていきたい。

委員長　　　　防災訓練が各倉庫のあるところで各地域で実施した場合、メニューの選定にすごく困る。メニュー例を増やしたり工夫をしてもらえると助かるがどうか。

安心安全課長　訓練のメニューの一覧表があります。目安になる人数や時間があるのでその中から選んでもらっています。他に希望があれば、今年８月にある自治会が県の防災センターへ行ってもらったり、相談いただければ各地区にあった訓練を希望に合った形でその都度協議しています。

委員長　　　　セーフティーステーションだが先進的で他市から視察がきていると聞いているが、どのような感想を持って帰られたのか。

安心安全課長　本町ができた後に日進市で１箇所できました。その後幸田町、三好町がすべて視察にきています。同じ形でやりたいということです。各市町の状況があるので夜間やっているところは無く本町だけです。人数は５名で日進市は２名で三好町も２名です。今年富山県からも視察の問い合わせもあり、よそからもたまに電話で問い合わせがあります。

伊藤委員　　　予算委員会時に約束されていたことを聞きます。巡回バスの有料化に向けての考えはどうかで、協議会を作り料金見直しを検討するという議事録が残っているが、Ｎバスの会議等が終わって何の報告も無いが検討されたかどうか。

安心安全課長　コミュニティーバスで高齢者が無料というのは県内でもごく少数です。本町の10年間の経緯から突然無償を有償にするのは若干検討する余地があります。今回の再編にあたってはこれまでと同様ということでやっており、引き続き課題ということで検討していきたい。
加藤委員　　　安心メールの配信事業で今現在利用されている方の人数はどのくらいあるか。配信は不審者情報が多いが、災害情報は災害があった時は当然配信されるのか。

安心安全課長　８月末で3,000人を超えています。メールについては基本的には防災情報、防犯情報、交通安全情報を出しています。防災情報はこれまで災害対策本部の設置については防災情報として流しています。大きな災害が起こっていないので当然災害警戒情報があれば乗せていきます。主には防犯情報と交通安全や防犯の注意情報を今は流しています。

加藤委員　　　各学校でやられている緊急情報との関わりはどうか。
安心安全課長　各小学校区や保育園のメール情報は緊急情報や防犯情報もあるが、それだけでなくて学校の連絡や色々なものに使っており、学校内の登録の方だけです。町の安心メールは学校区関係なく全体で、それぞれ情報がほしい方両方に登録してもらわないといけません。特に防犯情報は同じ内容が出ていることもあります。

委員長　　　　他にございませんか。なければ、安心安全課の質疑及び意見は以上で終了いたします。

環境課

委員長　　　　次に環境課お願いします。

環境課長　　　環境課の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

伊藤委員　　　決算書169ページの需用費、役務費、委託料の不用額が多いが内容はどのようか。

環境課長　　　委託料についてはゴミ袋の入札の差額金だが、２か月余裕を持ちたいということで残しました。

伊藤委員　　　需用費、役務費はどうか。ごみ袋は需用費でやっているのか。

環境課長　　　そうです。

環境課長　　　また後から説明します。

伊藤委員　　　決算書175ページの公害対策費、これも委託料だが補正で100万円くらい切っているが、なおかつ不用額が50万円出ているがどうしてか。

環境課長　　　苦情等で水が濁っているとかラーメン屋から排水が出て水質が悪いのではないかとかいうことの調査の対策費ということで少し残しました。

伊藤委員　　　当初は相当の苦情があるという想定で予算を組まれたということか。

環境課長　　　同じ会社同じ場所が特に多いので改善してもらいたいということで載せているので、水質でこうだとか言えるように残しました。

川本委員　　　主要事業成果の60ページの生活環境保全事業で、香流川の排水調査をした結果、ＢＯＤにおいては４．１mg／Ｌで環境基準を完全にクリアーしていると載っているが、数字が少ないからいいのではなく、下水処理場から出る水の下は魚がほとんどいない。寺山橋に来るとカワセミがいて魚もいる。水は見たところきれいだが、魚の住める水ではないと思う。下川原の橋から寺山の橋まで網で魚をすくったが、魚がいるという状態ではない。下水処理場を上ると魚がいるのが現状だ。下水処理の出す方向をもう少し考えるべきではないか。

環境課長　　　処理場から出る水については塩素殺菌をやり基準どおりで、伊勢湾総量規制が厳しいので塩素が入ってないといけないということです。若干の距離を置かないと希釈しないかと思います。今の段階では精いっぱいの方法です。
川本委員　　　プールのような形にして反対側に流しているがあそこから出てくる水はどうか。

環境課長　　　細かい設備内容はわかりません。塩素殺菌してもう1つ手を加えていると聞いています。

川本委員　　　あそこの水も匂いを嗅いだり中に入ったりもしたが、かなり普通の水である。費用がどのくらいかわからないが、できればそういう方向付も今後は必要だと思う。建設環境委員会で岡山県の美作も見てきたが、香流川よりも３倍ほど広い川だったが魚も非常にいた。検討してください。
環境課長　　　施設管理者と協議させていただきたい。

青山委員　　　決算書171ページの動物処理委託だが、年々増えてきているがどうしてか。

環境課長　　　猫が交通事故にあった場合や犬等の動物の類を動物愛護協会で処理してもらっている。最近交通事故で猫が死ぬのが多いので処理費用がかさんできています。

青山委員　　　ペットの事故が多いということか。

環境課長　　　ペットが多いということです。

青山委員　　　犬に関して近くで大型犬が脱走して事故があったとか事例があるが、大型犬の状況、飼い方の把握、調査はされているか。

環境課長　　　苦情がきた場合は飼い主に私の方から指導しています。

川本委員　　　生ゴミの処理はほとんど晴丘センターへ搬入しているが、これを循環型にするという方向を少しは考えているか。

環境課長　　　尾張旭市、瀬戸市、長久手町が一部事務組合になっているので、その席上で色々な議論をしていきたい。

原田委員　　　主要事業成果の59ページだがゴミの収集状況が出ている。ゴミ対策は分別して資源化をしていくのが基本だが、燃えるゴミが平成19年度よりも減っている。あとは人口が増えた割にはそう増加はしていない。隣に清掃センターができたから持ち込みがあることもあるが、全体量が掌握できない。全体はどうなっているか。表にならないか。年報にも全体の構図がわかる表が作られているのか。

環境課長　　　平成19年度はエコハウスの利用者が1万7,911人で、平成20年度は3万6,016人が利用しました。資源回収ということで缶、ビン、新聞、ダンボール、雑誌、牛乳パック等の総量が、平成20年度が38万1,770キロで、平成19年度が18万8,780キロで倍近く増えています。利用できる紙や分別をしてもらい持ってきてもらった結果、燃えるゴミの量が減ったと考えています。表については今後検討していきたい。

原田委員　　　生ゴミの問題は一番大きい。生ゴミ対策は平成20年度の決算では堆肥化するといった格好で、平成21年度に繋がっていくことにはなっていないか。
環境課長　　　ゴミの減量に力を入れておりその方面には向いていません。

原田委員　　　事業系のゴミはどういう格好で使っているか。発生源対策をきちんと企業にやらせないと減らないし、レストラン等のゴミ収集状況をみていると、パッカー車に何もかも一緒に入れている。どのように晴丘センターに持って行っているのか。

環境課長　　　事業者数が増えています。晴丘センターに投入する数量は出ているので、今後は表等で表示したい。業者はゴミの分別をあまりやっていないので、指導していきたいと思います。

原田委員　　　どのようなものが長久手町に生息しているか、一斉調査をしなければいけない。平成20年度にはそういう生物調査はどのような結果だったか。
環境課長　　　平成20年度はやっていません。今年、資源目録で重要ポイントを調査したいと思い発注している最中です。

川本委員　　　雑紙の分別を徹底して資源化して生ゴミを少なくすることが、晴丘センターのメイン目標だが、町はやってはいるがかなり雑紙が入ったゴミ袋が多い。行政で出される方にアピールできる方法を考えているか。
環境課長　　　晴丘センターの表を見たら、長久手町が一番個人から出されるゴミが減っている状況の結果が出ている。個人よりも事業者に力を入れていきたい。
委員長　　　　他にございませんか。なければ、環境課の質疑及び意見は以上で終了いたします。

　　　　この際、暫時休憩とします。
　　　　　　　
午後０時１８分休憩
　　　　　　　
午後１時２８分再開
　　　　　　　　　
人事秘書課

委員長　　　　休憩前に引続き会議を再開します。次に人事秘書課お願いします。

人事秘書課長　人事秘書課の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

伊藤委員　　決算書79ページの職員厚生費、職員健康診断委託は当初予算と比べると120万円くらい少なくなっており、13節の委託料が120万円くらい不用額がある。健康診断は１月２月３月も行っているのか。

人事秘書課長　主に年末がピークで終わっています。

伊藤委員　　　当然精査ができて、１割も不用額を上げる必要はないがどういう理由か。

人事秘書課長　委託料は検診以外に人事給与のプログラム修正の委託等も入っており、何があるかわからないので減額できませんでした。

伊藤委員　　　健康診断については減額の要素がはっきりしている。その分は関係ないのか。

人事秘書課長　その一部もあるが、大きなものについてはプログラム修正や他の委託部分で、検診でも受診していなかった者については年明けでもしているので、そういうものも含めてあまり減額しないようにしました。

伊藤委員　　　たまたま数字が似通っているのがここの差額が出ただけのことで理解すればいいか。

人事秘書課長　そういうことです。

川本委員　　　主要事業成果39ページ、町表彰条例による表彰の項目がある。11月９日に個人３名が表彰された。表には出てないが、個人的にごみ拾いをずっとやっているとか神社の掃除をずっとやっているとか、そういう人も結構ある。申請があればそういう方も表彰してはどうか。

人事秘書課長　各課で公職者として登録している方、自治会連合会や区長にも話をして、具申を上げてもらえるような話をしているが、なかなか上がってこないのが現状です。

川本委員　　　自治会にしても目が届いていないことがあると思うが、数人は現実にある。表には出ないがこま目にしている。そういう方が出てきた時は実態だけは把握してそういう方向に行くべきだ。

副町長　　　　表彰委員会でも色々話をした部分があります。表彰に当たるかどうかということと、仕分けでいけば表彰よりも感謝状の形で検討中です。すぐというわけにはいかないが、感謝状でどうかと課長を含めて検討中です。

原田委員　　　決算書79ページに産業医報償金と精神科医報償金がある。主要事業成果40ページに福利厚生で職員健康診断を行った。この中で人間ドック、脳ドックと健康診断をやって発見率はどうか。精神科は何人くらいが相談し、増える傾向にあるのか。

人事秘書課長　産業医については健康診断を毎年行っています。結果がこちらへ送られ、その結果を見て個別に精密検査が必要な方を呼びだして、注意が必要かどうかや再検診した結果どうだったかを聞きながら健康管理をするように指導しています。メンタル面だが相談は人事に来ているし、相談を受けて精神科医と電話のやりとり、どういった対応が必要かで実際に行っています。人数は数名います。

原田委員　　　職員研修だが研修以前に、町長が４選を受けて、職員の風通しが悪くなってきている。言いたいことも言えなくなっていないか。特に職員の場合、町民が窓口に来た時に話を聞き、どこに問題があるか、制度上の問題か法律の問題か親身になって相談を受ける。そういうことをやって町民が役場に来て助かった、困ったら役場に行けば解決してくれる、納税相談に行っても親身になって解決し激励してくれる。そういったことを町民が実際に感じることが少なくなっている。上が自由にものが言える雰囲気を阻害していないか。

副町長　　　　抽象的な言い方で聞かれるので、具体的にあればお聞きして答えます。今のことについて単刀直入に答えるのは難しい。職員は一生懸命やっています。苦情はすぐ来るが、本当によかったというのは当たり前の話です。
原田委員　　　子どもの医療費無料化の問題で、他から転勤して来た人が、知らずに窓口で思わないことを聞き喜んで帰ることは一杯ある。しかし納税相談、特に国民健康保険や滞納問題で窓口に来た時、お金を持ってこないと解決しない。短期保険証も更新するにはお金がいる。その時にお金があるのが当たり前だという対応になっていないか。

副町長　　　　子ども医療だが、現実に病院に行った時、長久手町は中学生まで無料だと病院に貼ってあった。みえていた人が長久手町はもうそうなのかと、尾張旭市もしてもらわないといけないと言っていた。そういうPRはできていると実感しました。短期保険証については国保の担当が説明しますのでそちらで聞いてください。

原田委員　　　非常勤職員の賃金だが平成20年度は平成19年度と比べて上げたのか。

人事秘書課長　単価を見直して上げました。

委員長　　　　他にございませんか。なければ、人事秘書課の質疑及び意見は以上で終了いたします。
行政課

委員長　　　　次に行政課お願いします。

行政課長　　　行政課の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

原田委員　　　主要事業成果41ページ、入札・契約だが、落札価格が大幅に下がっており、業界で働く人の賃金が安く切り下げられる。具体的に町内業者の保護を含めて労働者の賃金の確保は契約でやられたか。

行政課長　　　契約規則に基づいて契約を進めており、言われることに関しては行政課では行っていません。総合評価方式があり、金額だけでなく地域貢献等のポイントを加算して、一般競争入札を行うことを平成20年度初めて行っています。

原田委員　　　監査事務室が初めて去年できたが、監査委員の監査に便宜を図ることで、どういうことをやられたか。情報公開コーナーを管理しているが、様々な情報をデータ化して経年変化がわかるデータ処理の仕方を行政課は手をつけてもらえないか。監査委員に出したデータを基にして整理して出さないのか。

行政課　　　　監査室が平成20年度できました。例月出納検査については監査委員が数千枚の伝票をめくることをやっていたが、今は監査室が事前に検査を行い、伝票が毎月3,000枚から4,000枚あるが、その伝票のチェックを事前にして、問題を整理し監査委員に報告します。監査委員もその月の伝票を全てチェックできる体制にして抜き打ちで見てもらう状況は作っています。今まで監査委員により、28課室が２年に１度は定例監査を受けていたが、監査室ができて監査委員承諾の基に、監査室が単独で監査を行っています。９月から３月まで昨年は７回行い、各課が毎年監査委員がいる監査、監査室の監査を行っています。情報公開だが、監査委員の事務は計数が正確であること、または法律どおりやっていること、また町の手続きどおりされていることがメインになります。各課室が作っているものを確認しているが、それを統計的にまとめて新たなものを作ることはありません。ただ、例月出納検査で伝票作成でまちがいが出てくることの通知は出しています。

委員長　　　　他にございませんか。なければ、行政課の質疑及び意見は以上で終了いたします。

財政課

委員長　　　　次に財政課お願いします。

財政課長　　　財政課の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

原田委員　　　今年の３月19日に財政中期計画が出た。決算を受けて、このデータが変わることはあるか。

財政課長　　　財政計画は毎年３月に作っています。今後、来年以降の税収の伸び、それから実施計画の査定状況等を勘案して、来年３月には新しい財政計画を作ることになります。

原田委員　　　決算を受けてデータを書き直すことはないのか。

財政課長　　　書き直すことは想定していません。

原田委員　　　普通財産の処分は財政課がやるのか。

財政課長　　　普通財産の管理は財政課がやっています。処分ということがあれば財政課でやることになります。

原田委員　　　仏ヶ根公園西側に町有地があり、それを区画整理組合の中で売却したという事実はあるか。

副町長　　　　計画課の担当になるが、中部の仮換地変更の中でやられており、町はその半分を用地買収の代替地にあてたと聞いています。

原田委員　　　普通財産ではなかったということか。

副町長　　　　普通財産ではなくて、保育園用地という前提で計画中はなっていました。

委員長　　　　他にございませんか。なければ、財政課の質疑及び意見は以上で終了いたします。

企画政策課

委員長　　　　次に企画政策課お願いします。

企画政策課長　企画政策課の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

原田委員　　　主要事業成果の37ページ、第５次総合計画策定委託、土地利用計画策定事業とあるが、こういう計画を作って、実際は開発になってしまう事態があり矛盾を感じる。平成こども塾の東側の地域は土地利用計画で山林という指定がされているが、（有）ゴトウ鉄筋の工場の移転地約5,000㎡が開発されている。それを規制するようなことを企画政策課で作っていて、実際は開発されてしまったということをどう考えるか。

企画政策課長　現時点ではそういった問題があるということは認識しており大きな課題です。
原田委員　　　町の事情で開発を抑制するようなことを計画案や文章に入れることはできないか。

企画政策課長　例えば、第２次土地利用計画については、第１次土地利用計画と比べ、リニモ沿線の土地利用について沿線開発をすることに方針を方向転換したところがあります。原田委員の言われるもともと山林緑地のものについては、個別の町で定めている要綱等で防ぐ以外しかできません。

原田委員　　　長久手の統計の出る時期が遅すぎる。少なくとも決算に間に合うように８月中に発行することは難しいか。

企画政策課長　昨年度遅れたのは、内容を少しかまいました。今年は最終的な各課のチェックが終わりつつあるので最短かと思います。数字によっては年度当初に出ないものがあるが、できるだけ早くやるよう努力しています。

副委員長　　　総合計画の563万円には印刷製本は含まれないのか。

企画政策課長　印刷製本については今年度予算で対応しています。

伊藤委員　　　決算書85ページ、地域イントラネット事業は今までたくさんの費用をかけてきたが、一般家庭でのパソコンの普及もあるかもしれないが、地域イントラネットの利用が全然進んでいなく、効果がない状況である。実態では端末の機械が無くしてしまったところもある。本庁舎の物も６月の一般質問で壊れていると言ったが、修繕の見込みもない。今後どうするのか。
企画政策課長　地域イントラネット基盤施設整備事業は平成14年度に整備しました。公衆端末だが町内の20施設に当初設置しました。機能は長久手町ホームページを閲覧するためのものです。ただ非常に故障が多く、維持管理が大変でした。機能がホームページのみの閲覧が前提だったので、平成20年度に19施設の端末を撤去しました。本庁舎も端末が故障中は承知しており、すぐ撤去することを考えています。地域イントラの初期の目標を達成でき、インターネットの普及が非常に高いので、必要ないと考えています。

伊藤委員　　　平成19年度端末の撤去をしたと言うが、平成20年度は何に使ったかという話になるがどうか。

企画政策課長　平成19年度末に撤去しています。予算要求の段階では維持管理をしていくかは各施設等との議論もあったが、置いておくメリットが無いということで末に撤去しました。

伊藤委員　　　そうなると何で1,900万円も使ったのか。

企画政策課長　地域イントラネットの委託料は、現在本庁２階にあるサーバー室の常駐のシステムエンジニアの派遣委託料です。

伊藤委員　　　端末が無くなってやりようもない。システムエンジニアが１年間必要だった理由は何か。

企画政策課長　システムエンジニアは地域イントラよりも、役場の電算、例えば、職員のパソコン、サーバー室全てサポートしています。地域イントラは平成14年度に地域イントラネット基盤施設整備事業という名目で補助事業をやり、公衆端末タッチパネルを公共施設20箇所に設置したが、今現在の予算要求の項目は端末機ではありません。1,300万円はSEの人件費です。
伊藤委員　　　来年はどうするのか。

企画政策課長　予算書の項目名を変更する予定はありません。常駐SEの委託料としてはとっています。

伊藤委員　　　必要ということか。

企画政策課長　必要と考えています。

委員長　　　　定額給付金について新聞等にDV被害者はどうするかと出ているが、町はどういう考え方でやっていくのか。

企画政策課長　今まで関連する部署でDV被害者等の相談は受けていません。DV被害者に対する定額給付金に相当する特別な給付を設ける考えはありません。

委員長　　　　他にございませんか。なければ、企画政策課の質疑及び意見は以上で終了いたします。

　　　　この際、暫時休憩とします。
　　　　　　　
午後２時２７分休憩
　　　　　　　
午後２時３８分再開
なんでも町政サロン室

委員長　　　　休憩前に引続き会議を再開します。次になんでも町政サロン室お願いします。

なんでも町政サロン室長　なんでも町政サロン室の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

原田委員　　　主要事業成果30ページ、ケーブルテレビ番組制作だが、今年度に入ってから番組の内容を変えたのか。視聴率の調査は平成20年度はやったのか。

自治組織調整監　番組の制作形態は時間帯の組み換えは特に変えていません。視聴率だが毎月の広報の中でWeeklyながくての欄があり、番組に関して意見があればサロン室へ申しつけくださいと広報に掲載しています。ひまわりについても自分のところの放送がどのように見られているか気にしています。抽出でもいいので調査したいと言っているが、まだそこには至っていません。
原田委員　　　主要事業成果31ページ、32ページで、交流プラザと改善センターの時間数があるが、改善センターは30分単位でも貸しているのか。

自治組織調整監　基本的に１時間の単位です。仮に30分でもいいという方は30分にしているが、料金は１時間分もらっています。１時間単位で使ってもらえばいいが、必要がないのなら次の人のためにいいかと思います。

原田委員　　　町民からの様々な意見は何でも町政サロン室ということでシステム化しているが、議員が出す要望書も町政サロン室を経由することになってしまった。平成20年度はそのようなことは無かった。いつからなったのか。

まちづくり推進部長　前からそうです。ただ、議員要望の予算要求については財政課が単独でやっています。それ以外は全てサロン室が窓口です。

原田委員　　　私が質問した時に町長の答弁ではなくて自治組織調整監の答弁が正しかった。

水野委員　　　交流プラザは年間利用者数が27,620人とかなり利用されており町外の方も利用する方が多い。部屋の前にどこのところが使っているという案内板はあるが、勘違いしていつもここを使っているからといって、入ってくる時がある。全部の部屋に今はこういうところが使っているという案内板があるといいがどうか。

自治組織調整監　部屋を貸す時には、申請書の複写で許可証を渡しています。基本的に使う方がいつも使っているからといって入ることはあり得ません。許可証に書いてある部屋で、それが自分のグループ内で周知されていない、毎回この部屋だと勝手に思うかもしれないが、本来どこの部屋を取ったからどこだというのは、複数で使っているので、普通はすべきものと感じます。特にどこの部屋を誰が使っているという表示を特に考えていません。それが普通と思います。

水野委員　　　実際にそういうことがあった。町外の方もかなり使っており、上手く連絡ができなかったが、玄関を入った時に一瞬で確認ができるものがあればいいのではないかと思うがどうか。

自治組織調整監　一度内部で検討します。

原田委員　　　インターネットやメール、文章での町民要望の平成20年度の受付件数は何件でどれくらい解決したか。返事は必ず１週間以内で送っていると聞いたがその辺はどうか。

自治組織調整監　主要事業成果29ページの広聴の欄にあります。上からあったか町政懇談会、町長と語る日、窓口相談等、陳情・要望、町政御意見箱とあります。５番の御意見箱は各公共施設に置いてある御意見箱に入った紙による苦情・要望等です。その他電子メールが145件、それらの他に陳情・要望51件で、これは紙ベースで少し苦情とは違うと思っています。非常にたくさんの苦情・要望が来ています。意見についてはご意見箱71件ですべて回答しています。回答に対して再度出されるものもあるが全て回答しています。原則全て解決しています。
副町長　　　　５番の件だが、書いてある通り71通と145通で返事は全部しています。ただ、一方的に言われているので、解決したかどうかは、こちらは解決したつもりで出しているが把握できないと考えています。

委員長　　　　施設の利用時間数は、交流プラザで１時間ごと、農業改善センターでも１時間ごとだが、昨年度その前の年に比べて利用者が少なくなった気がする。その原因はどこにあるのか。

自治組織調整監　去年、西庁舎の耐震工事を行いました。その工事と合わせて交流プラザも閉鎖した期間があります。その間は利用件数が減っています。

委員長　　　　交流プラザや改善センターといった貸室ができるところは、年数が経っている。今の時代に合ったネット接続ができるとか、プロジェクターを付設してあるとか、借りられるとか、そういった設備が交流プラザにはない。そういったことも利用の１つであるがどのように捉えるか。

自治組織調整監　今の時代なのでそのようなものが接続できるといいかと思うが、プロジェクターならコンセントさえあれば使えます。特に電圧が高いものについては、極力数量を少なくしています。ネットについては今のところ考えていません。

委員長　　　　ケーブルテレビの加入者数と加入率はどのようか。デジタル化で負担料金が値上げになるが、加入状況をどう推移するか捉えているのか。

自治組織調整監　ひまわりの接続可能な区域が平成20年３月末で18,929世帯です。それが平成21年３月では19,207世帯、平成21年６月で19,329世帯と少しずつ増えています。それに伴い、加入世帯は平成20年３月末現在で14,850世帯、平成21年３月で15,208世帯、平成21年６月で15,549世帯と増えています。加入率も平成20年３月が78.5%、平成21年３月が79.2%、平成21年６月が80.4%となっています。マンションは地デジに変わってないのが１割ぐらいあります。各戸については６月までは地デジの方が若干少なかったが、６月になって逆転し地デジに切り替えた家が増えています。

委員長　　　　主要事業成果30ページ、ながくてエコハウスに彫刻を設置とあるが、エコハウスに関しては、エコにいかに住民が関心を持つかが大事なのに275万円もかけている。建物が新しく建設される度に芸術作品設置となるが、こういったことはこれからも続けていくのか。今回のこれは保育園と違いあまり意味がない。町全体をアートとみなして力を入れている関係でするのか。

自治組織調整監　昭和60年度から芸術作品を設置しています。平均して年２箇所ぐらいです。設置したい場所は基本的には新しい公共施設等です。その施設にふさわしいものを芸大の作家からプレゼンテーションしてもらい、芸術作品を決めてきました。もともと芸術作品の購入については、芸大が町内にあることと、若い芸術家が非常に多く住んでおり、そういう方の支援等も合わせて設置してきました。検討します。

委員長　　　　すべて県の芸術大学に依頼することがひっかかる。エコハウスの場合だと外に緑のカーテンを造る等色々なことをやった方がいい。エコハウスは環境問題の拠点でグリーン関係のものをしていくのが筋である。
副町長　　　　設置している物はエコハウスに合う形の物をプレゼンを受け造っています。毎回芸術家を育てていくのは必要で、建物的にはほとんど設置されています。今後どうしていくかについては、同じパターンでやっていくかどうか検討中です。もう少し違った形にしていければと思います。芸大一本槍で行くかどうかも含めて、全般を広いところで検討中です。

委員長　　　　他にございませんか。なければ、なんでも町政サロン室の質疑及び意見は以上で終了いたします。

まちづくり協働課

委員長　　　　次にまちづくり協働課お願いします。

まちづくり協働課長　まちづくり協働課の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

伊藤委員　　　まちづくり協働事業費の地域協働計画策定委託だが、平成21年３月に協働計画ができたことになっていた。ホームページで探したら９月３日にアップという状況でどうかと思う。予算段階では地域協働ルールブック作成委託になっている。計画書を見ると仮称地域協働ルールブック、本計画の住民普及版として位置づけ作成するとなっている。予算の段階ではそれを作る委託になっていたのが、計画策定で止まってしまっているがどうしてか。

まちづくり協働課長　地域協働計画は、本来は平成19年度で予算計上してあり、策定委員会、ワークショップ等を含めて議論してきました。平成19年度中には作業を終わらなかったことで、平成20年度に繰り越しをし、本年３月に策定しました。広報５月号で策定したということで概要趣旨を掲載して、ホームページのアップということで作業していたが、事務的な手続きのミスと技術的な面で遅れました。ルールブックの策定だが、平成20年度地域協働計画策定に伴い、その後の具体的なルールブック策定ということで予定していました。ところが協働計画の策定の中で、様々なご意見等が出る中で、ルールブックの策定が遅れています。平成21年度の課題ということで先送りしました。

原田委員　　　決算書89ページ、まちづくり事業費だが、予算書では自動車の借上げは1,747万4,000円だが、今回の決算では382万8,825円になっている。差額が1,364万円いくらあるが、３月の補正予算ではマイナス1,100万円となっていた。この差額264万円5,175円はどこにいったのか。

まちづくり協働課長　シャトルバスは、当初４月から３月までの年間を想定して1,700万円を計上しました。様々な団体等に呼び掛けをしたり、様々なイベントを精査したが、４月から11月の第３期に渡って、382万9,000円の契約決算額でした。３月補正で1,100万円の減額補正をしたが、３月末まで少し時間があったので、補正予算で減額する時期と年度末の事業がずれて200万円は不用額としました。

原田委員　　　主要事業成果33ページ、シャトルバス運行事業で合計58台、利用者3,863人、運行本数1,719本となっているが、新規事業として費用対効果から言えば失敗だ。シャトルバスを利用した人はリニモに乗ったとして3,863人だとすると、リニモの客を増やしたことにもならないがどうか。
まちづくり協働課長　シャトルバスの運行は、リニモ活性化として事業に取り組んだ。全町内施設がリニモ沿線にあれば問題ないが、福祉の家、長久手温泉等リニモから離れた所に向けて、リニモの駅とイベント会場を結ぶということでやりました。結果的に平均すると非常に少人数になるが、３期の中ではイベントによって数字に差があり、特に２期の長久手交流夏まつりや納涼まつり、モリコロパークの秋まつり等については、１日で1,000人を超える乗客があり、リニモ各駅とイベント会場を結んだということでそれなりの効果があったと検証はできました。

原田委員　　　PRの仕方をもっと工夫をすることも大事であった。PRしてもこのくらいの結果だったのか。初めてやったということで、もう少しシビアにみなければいけないがどうか。

まちづくり協働課長　平成21年度、夏まつりをモリコロパークでやったように、できるだけリニモ沿線の施設が効果的です。宣伝効果は、平成21年度は広報、新聞折り込みならず、いかに名古屋から誘客するかということで、名古屋の雑誌や新聞、FMラジオといったメディアを多角的に使って誘客に努めています。

原田委員　　　決算書89ページ、観光交流推進会議補助金350万円だが、予算書では500万円だったがどうしてこうなったのか。この中身はどうか。推進会議のメンバーはどのような人か。
まちづくり協働課長　観光交流推進会議は、例年500万円計上し500万円支出だが、昨年の11月に事務局長以下事務局次長が辞められたので、昨年は４月から11月分の人件費で、それ以降は事務局が兼務し、人件費がかからなかったので減額しています。事業内容は観光パンフレット、チラシ、様々な町内イベント出店で例年通り行っています。構成は60団体くらいだが、規約により観光趣旨に賛同する団体個人であれば、5,000円もしくは１万円の年会費を納めて加入することができます。
原田委員　　事務局が辞めた経過は公表できるか。

まちづくり協働課長　公表できます。昨年の６月25日にリニモ活性化会議が設立され、観光交流推進会議と２つの団体ができました。目指す方向がよく似ており、話し合いの中でできるだけリニモ活性化会議と観光交流推進会議が一緒になって、事務局も一緒にした方が効率的ということで、事務局に関しては11月からまちづくり協働課に移行しています。

原田委員　　　６月初めから十分議論してやったのであれば、早めに変更として議会にも伝えてもらうことは大事だがどうか。

まちづくり協働課長　事務局が移行しただけなので、機能は変わっていません。事務局の移行や引き継ぎ等は辞められた事務局長、事務局次長と役場の方と話し合いをした上での合意事項で特に支障は生じていません。

原田委員　　　決算書89ページ、図書館通り電飾事業実行委員会負担金2,000万円だが、実行委員会の中で補助金2,000万円以外にお金を確保したのか。具体的な結果はどうなったか説明してください。
まちづくり協働課長　収支だが、町からの2,000万円の他に、地元企業17団体から151万円協賛金をもらい、イルミトレインを走らせたので、若干、チケットぴあに頼んだ分手数料が引かれているが１人1,000円分の事業収入です。その他イルミネーションの電気代2,200万円と、それに伴うイルミネーション材料設置費用、イベント費用、宣伝広告等で2,216万3,615円の支出です。報告はリニモ活性化会議の中で反省会をやって検証しています。この期間中、はなみづき通り駅は140パーセント増加と全線を通じても３％前後の増加と比べ非常に高くなっている。イルミネーション事業が行われ、地域19店舗の協力、沿線の様々な参加協力を得てそれなりの効果がありました。
原田委員　　　町民と感覚が違う。これだけお金をかけて成功だったのかは大きな疑念を持つ。地域活性化補助金をもらい商工会の会員を増やすことも言われていたが、当初の目標からの達成率はどのようか。
まちづくり協働課長　初めての事業で長久手の西の市街地でやる大掛かりなイベントなので、色々な自治体に意見を聞いたり視察等も行いました。こういった事業は単年度で結果はでません。地元に浸透して理解いただき発展継続させるためには、時間がかかることで初期的な投資をしました。ただ、活性化会議実行委員会には、商工会長、商工事務局もメンバーで、沿線商店にも参加してもらいたいということで、がんばる商店街事業の基に参加を呼びかけた。19店舗にアンケートを取り、よかったという声は多く、今年の夏まつりも同じように商店も協力いただいた。最初の１歩を継続して広げるために努力をしていきたい。

原田委員　　　決算書91ページ、夏まつり実行委員会負担金950万円だが、これはどういう成果があったのか。
まちづくり協働課長　夏まつり実行委員会が、夏場はリニモ利用者の通勤通学者が減ることで、テコ入れをしようと始めました。昨年は、あぐりん村で１日イベントで、幡豆町の手筒花火をやったり、色々出店をしてもらいました。リニモの芸大通り駅、西駅からもシャトルバスを走らせ、トヨタ博物館の駐車場を開放してもらいました。花火打ち上げ時には5,000人述べ２万人という数でこれはこれで成果がありました。今年はそれを元にして、リニモ沿線のモリコロパークで７月18日、19日にオープニングイベントをやりました。

原田委員　　　全体としてどうかという見方があることを知ってほしい。リニモ利用の問題について、町はお金もかけてやっているが、県の広報にはモリコロパークで行事をやるにしても、駐車場があるのでリニモに乗って来てくださいと書いていない。書いてほしいと県に言っておかないといけないと思うがどうか。

まちづくり協働課長　チラシには必ずリニモの文言が入っているが、広報あいちでないのならしかるべき機関を通じていきたいと思います。

副委員長　　　ドリーム・コンプレックス法人会費だが、継続しているメリットは何か。

まちづくり協働課長　ドリーム・コンプレックスはNPO法人団体で、愛・地球博時に子どもの絵を集めてモリコロパークに展示したのをきっかけに参加をしています。昨年は子どもの絵をサラゴサに持っていき、来年は上海に向けて子どもの絵を持っていくというような運動を継続しています。万博理念継承ということで、賛同し継続して負担金を払っています。
委員長　　　　長久手交流夏まつりは、リニモでイルミ収支報告書のような協賛金等はなくすべて税金だったのか。
まちづくり協働課長　夏まつりは７月26日に行ったが、まちづくり協働課が４月に発足して期間が無くイベントに集中したこともあり、夏に関しては全額負担金でやっています。

まちづくり推進部長　現金での収入はないが、舞台で抽選会をやり、当選者への景品を、この事業に参加した観光交流推進会議やリニモ活性化会議の事業のみなさんから提供いただいています。決算書に載らないが努力はしています。
委員長　　　　主要事業成果35ページ、リニモdeござらっせ！！ながくて交流夏まつり2008になってないことで、どういった成果があったのか。
まちづくり推進部長　あぐりん村では６月に地域間交流イベントをやっています。地域間交流で付き合っている南木曽町を始め５つの自治体に来てもらいました。この時も幡豆町から手筒花火で来てもらったり、ブース出店してもらったり、市民参加ステージということで文化協会、満月輝のみなさんにも参加してもらい官民行政一体となってイベントをやりました。

伊藤委員　　　地域協働ルールブックについて先送りということだったが、繰越しは間違いないが、今もう半分過ぎているのにやっと計画が出た段階で、ルールブックは今年間に合うか。
まちづくり推進部長　間に合わせます。ルールブックは地域協働計画を具体的にするアクションプランで、愛知県のルールブックもあり、既に素案の検討に入っています。平成21年度は広報にもあったように協働まちづくり活動助成金やまちづくりボランティアといった実務報道も合わせながらできるだけ早く策定するよう準備を進めています。
委員長　　　　決算書36ページ、国際交流協会支援事業だが、町内に住んでいる外国人の相談窓口はあるのか。

まちづくり協働課長　最近、世界経済状況が悪いので、愛知県を通じて外国人の相談を親身にするようにという通知があります。瀬戸市、豊田市は南米系の方が多いが、長久手町は比較的アジア系の方が多く、相談の件数は相対的に低いです。常に電話や窓口で、まちづくり協働課が窓口となって様々な相談ができる形を整えているが、実態としてはそれほど多くありません。

委員長　　　　他にございませんか。なければ、まちづくり協働課の質疑及び意見は以上で終了いたします。

会計課

委員長　　　　次に会計課お願いします。

会計管理者　　会計課の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

原田委員　　　会計課として伝票処理やお金の出し入れのチェック等どのような仕事をやっているのか。間違いがあるものの最終的なチェック等を会計課でやっていると思うが、大体どういった間違いがあるのか。どういう流れで仕事をやっているのか。

会計管理者　　間違いについては、去年４月に監査事務局ができ、伝票に関してはことごとく注意をすることによってぐっと減り、今はチェックするところは財政課と会計課でしています。ほんの一握りのものがチェックを抜けて、会計課でこうしなさいああしなさいということはしています。ただ、その内容には大きなものはなく、中のルールに反しているようなことであります。流れとして、指定金融機関の三菱東京UFJ銀行を通じて支払をしています。会計課から指定金融機関を通じて、業者なり商店なりに支払っており、領収書はとっていません。３つの支払い方法によって指定金融機関を通じて支払っています。

原田委員　　　３つの方法とは何か。

会計管理者　　昔は紙で渡していたが、今は紙でなくMT、OCR、アンチという３つの方法でやっています。収入だけがMTは磁気テープのことで、OCRは広角認識機能のことです。支払だがEBはネットのことで、ネットを通じて指定金融機関を通じて支払っています。

原田委員　　　お金の出し入れをチェックするのは会計課の書類ではなく、どこで最終チェックするのか。

会計管理者　　例えば、支払いの場合はEBをいちいち監査員が見ません。要は資料をEBで送る方法で指定金融機関に届くので、残るのは会計にある伝票です。伝票の裏に領収書なり指定金融機関の領収印がうってあることで烙印してもらいます。

原田委員　　　平成20年度は、利用金融機関の危険度を常にチェックしていたと思うが、どのような格好でやったのか。

会計管理者　　藤が丘の三菱東京UFJ銀行が指定金融機関になっており、長久手町としては毎年１回以上指定金融機関に検査に出かけており、証拠書類を出してもらい支払を確認しています。

原田委員　　　様々な債権、預金も三菱東京UFJ銀行ばかりではなく他にもあるのではないか。
会計管理者　　定期と債権で基金等は運用しています。最低現金については指定金融機関が三菱東京UFJ銀行なので、そこで余裕資金の最低現金については、次のいつまでにお金が要るのを見越して定期にしたりして預け、利子を生んでいます。
委員長　　　　他にございませんか。なければ、会計課の質疑及び意見は以上で終了いたします。

この際、暫時休憩とします。
　　　　　　　
午後３時４０分休憩
　　　　　　　
午後３時４８分再開
福祉課

委員長　　　　次に福祉課お願いします。

福祉課長　　　福祉課の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

原田委員　　　主要事業成果63ページ、高齢者介護予防・家族介護支援事業で介護保険のサービスと重なるものはないか。
福祉課長　　　重なるものはありません。
吉田委員　　　介護保険の認定者は13％程度で、それ以外の人たちがこのサービスを受けることになるが、例えば紙おむつ助成金支給事業の対象者の条件はなにか。
福祉課長　　　紙おむつ助成金支給事業につきましては、要介護度2以上で常時紙おむつが必要な者、介護保険施設に入所していない者が対象の条件となっています。また、本人の所得が200万円未満であることも条件となります。
原田委員　　　高齢者実態調査とは、どのような内容で行われたのか。
福祉課長　　　民生委員が各地区の高齢者世帯を回って、今の状況を調査しています。なお、民生委員は月１回の民生協議会で得た情報は、調査の際には高齢者にも情報提供等を行っています。
福祉課課長補佐　高齢者実態調査では、緊急通報の調査も行っています。また、緊急時の対応として、身内の方の連絡先確認、福祉サービスのＰＲ、災害時の避難先の案内のほか、消防署や地域包括支援センター、町への情報提供に際しての承諾書を併せてとっています。
伊藤委員　　　決算書113ページ、時間外勤務手当が突出しているが、これをどのように捉えられているのか。
福祉課長　　　時間外勤務が増えた要因は、生活保護、介護保険、民生委員に関する事務など増えたため時間外勤務が増加しました。
副町長　　　　平成21年度の配置の中では、福祉課職員を２名増員しました。
伊藤議員　　　あまりにも時間外勤務が多すぎるということは能率の低下や事故けがなどの基になるが、これは全庁的にきちんとしていくべきと思うがどうか。
副町長　　　　事故、健康面でも心配がされますので、できる限り振替えで、やむを得ない場合は時間外勤務で対応するようにと部長、課長の方にマネジメントをしています。
委員長　　　　主要事業成果63ページ、高齢者総合相談事業はどのように周知しているか。
福祉課長　　　平成18年４月１日から高齢者総合相談事業として愛知たいようの杜に委託しています。ＰＲは、町の広報紙等で行っています。
委員長　　　　総合相談ということは、介護問題だけではなくても相談に応じられるのか。
福祉課長　　　よろず相談というか、気軽にそのような相談でも対応ができるよう行っています。
委員長　　　　よろず相談ということで、相談件数からいえば専門的なスタッフがみえるのか。
福祉課長　　　２人の専門の職員が配置されております。
原田委員　　　福祉の家施設管理基金と長久手温泉㈱にも修理費があるが、この管理基金の使い道はなにか。
福祉課長　　　ここの管理基金につきましては、将来的に建物が古くなった時に躯体等を修理する際に使用するものです。
原田委員　　　これは温泉のろ過装置やポンプの修繕に使うのか。
福祉課長　　　建物全体の他に、水回りについても、大規模な修繕に使用していく予定です。
原田委員　　　主要事業成果65ページ、高齢者生涯学習事業は生涯学習課との連携も必要ではないか。１講座あたりの平均受講者数が13名程度で高齢者の割合からいっても少ないようであるが、評価はどのようか。
福祉課長　　　講座が31講座ありますが、どの講座もほとんどが定員に達しています。

原田委員　　　高齢者の数からいくとほんの数％しかなく、老人クラブへの働きかけなどして受講者を増やすべきではないか。

福祉課長　　　町広報紙や老人クラブの役員会、催し物の際にＰＲをしています。講座数も充実しているので、更にＰＲを図っていきます。

副委員長　　　高齢者総合相談センターには体制とかの規定はあるか。
福祉課長　　　契約の際に詳細事項を仕様書で定めています。

原田委員　　　高齢者総合相談事業が、契約がかなり遅れたと聞いたがどうしてか。
福祉課長　　　契約金額は前年度と比べると減額していますが、契約の中でやっていただいたと考えています。

原田委員　　　相談は本当に親身に対応してもらおうとすると、やってもらう人たちの意欲なども必要であるので、それに見合う事業費の見直しが必要ではないか。
福祉課長　　　参考にさせていただきます。
委員長　　　　他にございませんか。なければ、福祉課の質疑及び意見は以上で終了いたします。
子育て支援課

委員長　　　　次に子育て支援課お願いします。

子育て支援課長　子育て支援課の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

原田委員　　　決算書25ページ、保育園運営費保育保護者負担金の未済額として961,500円とあるが、これはどういう理由で未済額がでているか。
子育て支援課長　８世帯８人あります。これは、払えれば払える状況にありますが家庭の怠慢によるものです。
原田委員　　　保育園における臨時職員の時間単価はいくらか。
子育て支援課長　一般の長時間保育は、1,050円です。
原田委員　　　３人目の無料化はいつからか。又対象人数は何人か。
子育て支援課長　平成20年度です。26名です。
原田委員　　　主要事業成果70ページ、保育園運営費として園児１人あたりの金額が明記されている。一般会計で行っていることで、これを算出する必要性はあるのか。
子育て支援課長　費用と効果の判断基準として出している。
原田委員　　　保育園費の中に給食費とあるが、この金額はどのような性質のものか。

子育て支援課長　主食代は保護者負担で、副食代は町費で支出しています。

原田委員　　　青少年児童センターの利用は多いが、中高生の利用が少ない実態について運営委員会の中での反省はあったのか。
子育て支援課長　児童館運営委員会の中では意見があり、論議を行いましたが、結論としてでませんでした。
原田委員　　青少年児童センターの利用方法について、例えば音楽などとか、指導員がもっと利用の形態を指導すべきでないか。
子育て支援課長　軽音楽とかを行う施設はあります。今年度から、中高生を対象とした料理教室を実施しており、高校にも呼びかけています。
伊藤委員　　　決算書145ページ、工事請負費で不用額の占める額が大きいが、これは何が原因で不用額がでたのか。
子育て支援課長　請負差金です。
伊藤委員　　　入札でやられているか。
子育て支援課長　随意契約で行っています。
委員長　　　　他にございませんか。なければ、子育て支援課の質疑及び意見は以上で終了いたします。

保健医療課

委員長　　　　次に保健医療課お願いします。

保健医療課長　保健医療課の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

原田委員　　　主要事業成果71ページ、福祉医療費　１子ども医療費で一人当たりの医療費が減少しているが、これは対象年齢を広げた結果として早期受診により医療費が減少したと考えてよいか。
保健医療課長　議員の発言も１つの原因と思われます。又拡大した対象年齢は就学前に比べると罹患率が低いことも原因と思われます。
原田委員　　　対象年齢の拡大は財政的な負担は大きかったと判断するのか。
保健医療課長　医療費として当初予算額３億円を予定していましたが、不用額も出ておりますので何とかやってこれたという状況です。
原田委員　　　精神障害者医療費は当初予算に対して特段に増加したのか。
保健医療課長　通院については2.9％、5,100,000円の増額、入院については２分の１から全額助成に拡大をしたことから6,018,000円の増額となりました。
原田委員　　　決算書161ページ、公立陶生病院組合負担金について規定どおりに負担金を払うといくらになるのか。
保健医療課長　全体負担額の2.4％を負担しています。
原田委員　　　本来であれば規定どおりの負担割合より安く払っているのか。
保健医療課長　そういうことです。
伊藤委員　　　決算書121ページの扶助費、同161ページの予防費委託料、同167ページ母子保健費委託料、それぞれ不用額が多く残っているが理由はどのようか。
保健福祉課長　121ページの福祉医療費は、子ども医療費を拡大させていただいた初年度ということで見積りがしにくく、就学前の医療費を対象としたためです。
　　　　　　161ページの予防費委託料は、がん検診の委託料が大きく減りました。これは特定検診が始まり、従来一般検診と併せてがん検診を行っていましたが、それぞれの保健者が特定検診を行うことによりそちらでいっしょに行われたことも不用額の要因と思われます。167ページ委託料は、妊婦検診数が正確に見込めなかったことが原因と思われます。検診回数が２回から10回に増やした初年度ということで見込み誤りがあったためです。
伊藤議員　　　161ページの委託料は早めに精査できなかったか。

保健福祉課所長補佐　がん検診の人数の減少のほかに、一番大きかったのは予防接種の委託料で日本脳炎の新しいワクチンが平成20年度も再開されませんでしたので、そこで13,000,000円の支出ができなかったためです。
委員長　　　　他にございませんか。なければ、保健医療課の質疑及び意見は以上で終了いたします。

　　　　　　　本日はこの程度にとどめ、明日午前10時から委員会を開きます。これにて散会とします。
午後５時００分散会
　　　　　　　
9月９日（水）

午前９時５７分開会
産業緑地課

委員長　　　　昨日に続き決算特別委員会を開催します。
委員長　　　　それでは、産業緑地課お願いします。

産業緑地課長　産業緑地課の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

原田委員　　　決算書137ページ、平成20年度児童遊園の管理で事故報告は何件あったのか。
産業緑地課長　児童遊園事故の報告は受けておりません。
原田委員　　　管理という苦情も受けていないのか。児童遊園の草刈りも管理に含まれていると思うが、草刈りの単価はいくらぐらいか。
産業緑地課長　苦情などは記憶しておりません。たぶん、ないと思います。児童遊園の維持管理はすべてシルバー人材センターに委託しています。剪定、除草委託、トイレ清掃はすべてシルバー人材センターに委託しています。
原田委員　　　草刈りの単価表は作っていないか。
産業緑地課長　シルバー人材センターの単価ですので、手元にはありません。
原田委員　　　決算書175ページの農業委員会のところで、農業委員会が何回も開催されているが、農業委員会では農地転用のことはやっていると思うが、それ以外に長久手の農業をどうするかというような農業政策のことについて議論は何回やったのか。また、議事録の公開をしてほしいといってきたが公開するものがないということが過去にあったが20年度はどうなっているのか。
産業緑地課長　遊休農地の対策について３回ほどやっております。農業委員さんに長久手の農振農用地をみていただきまして、遊休農地の調査をしていただきました。議事録は作っていますので、窓口でいつでもみていただけます。
原田委員　　　決算書183ページ、せっかく湿地サミットという形でやったにも関わらず、内容とか参加者とかで準備不足が影響していなかったか。その辺りは
　　　　　　評価としてはどうであったか。

産業緑地課長　湿地サミットはもともと各市町の湿地に携わる関係の担当とか課で始まっていますので、広く町民の皆さんにお知らせして行う趣旨のものでなかったので、いつこのような形で行うということは広報していなかったことには指摘をいただいています。会員の中では150数名の方にご参加いただき、内容としては盛り上がったのでなかと思っています。今後の湿地サミットの在り方について、残していけるよう投げかけをさせていただきましたし、町とみどりの推進会議から事務局は県の方にもってほしいと、会場の中からでた意見を要望書として提出させていただきました。
原田委員　　　147万円をかけて縁台を2か所つくったということですが、縁台のところに例えば、今シラタマホシクサが咲いておれば、縁台まで辿りつけるようになっているのか。
産業緑地課長　湿地サミットの会場はいつもどなたがこられても入れる状況になっておりません。鍵がかけてありますので、公開日は役場の玄関にその案内をしています。限られた日ではありますが、開放する予定にしています。現在、担当課は環境課に移っています。
水野委員　　　当初予算には、新規事業として壁面緑化の新事業があるが、決算書にはそれが載っていないがどうしてか。
産業緑地課長　当初予算には200万円程予算がありますけれども、結果として申請がなかったということで、決算は０円ということです。問い合わせ、相談等は数件ありました。
水野委員　　　ＰＲ不足とかは考えられなかったのか。
産業緑地課長　広報紙で何度も補助をしていますとＰＲをしましたが、結果的に０件でありますので、今後ＰＲの方法を検討させていただきます。
川本委員　　　主要事業成果78ページ、パトロールを行い耕作放棄地の状況を調査しましたと出ているが、その結果、農業委員さんはどう結果を把握されたか。
　　　　　　農業振興の中で水田農業構造改革対策事業のところで、生産調整推進補助金の交付として、生産調整実施者313戸、町補助金732千円とあるが、どういう形で出されて、何かを作られるということなのか。
産業緑地課長　農地パトロールは２人１組で担当地区を見ていただきました。印象はとりわけ多いということでもありませんが、その前にも農業委員会として調査したという実態がありましたので、それの確認を含めてやっていただきました。これを受けまして、今年度遊休農地を対象に農業委員会としてアンケートを実施したところであり、その結果の取りまとめはまだで

きていせん。その次の水田農業構造改革対策事業は、通称転作といいますが、転作に協力いただいた方に補助金を交付したということですので
作られる種類によって単価が異なります。

川本委員　　　主要事業成果81ページ、農業経営基盤強化促進事業の項目のところで、かなりの面積で使用権設定がされており、坪数にして27,000坪あるわけです。これは遊休農地を貸した借りたということになるわけだが、地区別には割合がどのようになっているのか。

産業緑地課長　農業経営基盤強化促進法のところで事業の内容としてあげさせていただいた使用権設定の部分は遊休農地も当然含むわけですが、高齢化されたり、自分で耕作するのが難しいとのことで現況の田をそのまま貸されることもありますので、これがすべて遊休農地かというとそういう訳ではありません。その割合とか分布は持っていません。長久手町全体としてこれだけということです。
青山委員　　　主要事業成果77ページ、児童遊園で遊具取替えは19年度に砂子、三ケ峯ですが、平成20年度はどこを取り換えたのか。
産業緑地課長　平成20年度の取替えは岩作児童遊園と西島児童遊園を換えさせていただきました。岩作児童遊園は複合遊具に、西島児童遊園は複合遊具とブランコの取替えを行いました。
青山委員　　　耐用年数は把握されているか。
産業緑地課長　設置した年代が分かりますのでそれで計画的に、又遊具の点検を行っておりますので、そこで評価が悪いものは換えております。
青山委員　　決算書177ページ、農業共済事務組合負担金はどういうものか。
産業緑地課長　農業共済事務組合負担金は、尾張農業共済組合の負担金で事業の内訳としては加入者別、事業割、均等割という組立となっています。加入者割が40.5％、事業割が40.5％、均等割が19％ということで合計5,632,000円となり、長久手町から尾張農業共済組合へ負担金として支出しています。
青山委員　　　これは、畑や田の全てが対象か。
産業緑地課長　加入者割は農業共済に加入された方です。長久手町ではほとんどが田で対象だと思います。事業割はいろんな事業がありますのでそれが対象で、均等割は構成市町の割合です。
青山委員　　　負担金であるので、地権者もその部分を払った負担ということなのか。
産業緑地課長　尾張農業共済組合を運営していくための資金ということになります。尾張農業共済組合の事業費とか、職員の人件費というものが含まれています。一般の方の掛け金は田んぼができなかった場合に返ってくるかどうかとのことで、その掛け金とは異なり尾張農業共済組合の運転資金となります。
川本委員　　　主要事業成果84ページ、都市公園事業の２に緑道の管理事業で、この中に剪定とか、草刈りは当然であるが、文化の家の裏側にあるさつきが3分の１くらい枯れてきている。こういう場合は契約基準の中にどこまで定めてあるのか、臨機応変に業者が対応していくものか。又行政の方からこうしなさいというのか、そういう点はどうか。
産業緑地課長　当然、契約で行っていますので、契約内容を業者が遵守するわけですが、町として業者に枯れないようにと、適切な管理をしてほしいということですので、枯れてしまうようであれば水やりとか、後から精算を行うことになります。
加藤副委員長　業者の方が留意して、状況判断して水をまくとかというようなことになるのか。

産業緑地課長　はい、そうです。
川本委員　　　今、平和橋からの町道のところは水がやられている。そういう面から、文化の家は管理が違うと思うが、あそこは草が刈られているが、芝生がかなり枯れた状態になっている。やはり、そういう点は管理者側も巡回をして業者にお願いすることが必要ではないか。
産業緑地課長　水をまけば治まるようであれば、又業者の方から町に提案があれば、それをやってくださいという協議の中で進めていくということです。町の方も現場を見てこれは危ないということであれば、そういう指示をさせていただくということです。発注側である町と業者で適切に管理をしていきたいと考えています。
原田委員　　　平成20年度で申請されたところが主要事業78ページ、農地の一時転用で許可年数があってそれを超えて、そのまま資材置き場等で居座ったようなところは平成20年度にはなかったのか。
産業緑地課長　平成20年度にそのまま居座ったところはありませんが、以前に居座ったところはあります。
原田委員　　　平成20年度には期限が切れて居座っているところに指導を行ったのか。
産業緑地課長　県の方を通じまして無断転用ということですので、県の方に相談をして県に方から聞き取りを行われるということですが、実際にあったかというと一時転用のところではありません。
加藤委員　　　決算書137ページ、児童遊園の遊具の点検を委託されているが、町の職員は点検に立ち会うとかはされているのか。
産業緑地課長　平成20年度に立ち会った経緯はありません。業者の方にお願いをしてあります。

加藤委員　　　そういうことはしないのか。やるつもりはないのか。お任せだけなのか。
産業緑地課長　平成20年度はそういうことでしたが、今年、岩作児童遊園で事故があったので、現場をどうやっているのかを業者にはどういう点検をしているのか確認しました。

加藤委員　　　これからは何回かに１回は一緒に立ち会うことはどうか。
産業緑地課長　今年の事故がありましたので、今後は業者にいうのか、抜き打ちで行うのかは別として現場確認を行います。

伊藤委員　　　決算書179ページ、農地費15節工事請負費、備考欄と予算書をみると維持修繕工事のための予算ということで、400万何某があったわけです。先程もお聞きしたところ、ため池の草刈りとか、用水施設の修繕とかで、ため池の草刈りについては多くの方から何度も要望があった。その都度やっていただけたかというと、予算的に無理があるとか、回数的に無理があるといいながら、これだけ不用額があったということは、維持修繕工事なのでもっとこまめにパトロールをしていただいて必要なところがあれば、予算を無理無理消化するというより、まだ苦情の方が多いと思うが、なぜこんなに不用額が残ってしまったのか。このような実績で、翌年度に予算が減らされては、住民の方々はため池の草刈りをもっともっとやってほしいと要望がある。これはフェンスがやってあるので、中に入れないですね。一般の方が中に入ると危ないので、やはり専門の方に草刈りをしていただきたい。なぜ、このような不用額がでたのか。
産業緑地課長　工事請負額の不用額は農業用施設の維持修繕ということで、どれだという指定はありませんが、用水、ため池関係の修繕がありまして、農業用水がいらなくなる時期はどうしても10月以降となってしまいます。工事に入りますとどうしてもお金がかかりますので、地元からの要望が通常ありますので残していたところ、結果としてそれほど大きな修繕等がありませんでしたし、修繕でやれるものがなかったということです。草刈り等の要望も当然聞いて承知しておりますが、今後はバランスを考えながら執行していきたいと考えております。
伊藤委員　　　決算書203ページ、公園費、ここに事故繰越し330万円というものがありますが、これの内容を教えてください。
産業緑地課長　この事故繰越しは香流川基本計画を昨年度発注しましたが、河川とか道路管理者である愛知県との折衝に時間がかかりましたので、今年度に事故繰越しをしたということです。
議長　　　　　主要事業成果80ページ、有害鳥獣捕獲事業が毎年あるが、これは補助事業であるか。
産業緑地課長　単独事業です。
議長　　　　　これで、192羽捕獲して22万円、1羽1000円以上かかっているが、このくらい捕って効果はあるのか。

産業緑地課長　有害鳥獣の駆除は、昨年は少しタイミングが遅くなったこともあり、例年より少なかった。これは農業者の方から要望をいただいて、それで動きますので、時間がすぐには迅速に動けないということもあります。何羽でいくらという委託契約になっておりませんので、この地区で有害鳥獣が出たら駆除するという契約であります。
原田委員　　　主要事業成果83ページ、消費生活相談で平成20年度の相談件数がでているが、消費生活の成果としてはどれくらいか解決したのか。どれくらいの解決率だったのか。

産業緑地課長　解決率までは記憶しておりません。相談件数としてはほぼ横ばいか、少し減り加減です。平成20年度はサラリーローンが減ってきておりました。

原田委員　　　決算書191ページ、主要事業82ページ、商工業資金あっせん事業で本町はもともと商工関係が少ないと聞いているが、目標より融資額の方が多くなっているが深刻な状況がでてきているのか。
産業緑地課長　融資件数は平成19年度と比べてそれほど変わりはありません。平成19年度より１件減っている状況です。融資額もありますので、一概に多い少ないとは判断できません。
原田委員　　　３の商工会補助事業で納涼花火は、350万円は花火の費用か警備費とか、これはどういう内容で350万円としたのか。
産業緑地課長　350万円は花火の代金です。
原田委員　　　がんばる商店街推進補助事業で、「ながくてガイド」普及事業への補助を行ったとのことであるが、これは効果とか検証を行ったのか。
産業緑地課長　平成19、20、21年度の３年の事業となります。長久手町商工会がバーチャル商店街をパソコンの中で商店街をつくって、参加される方を募集するということで紙ベースでのＰＲを行いました。平成20年度末の参加数は172店舗であります。
原田委員　　　一応、成果としてはあがっているということか。

産業緑地課長　バーチャル商店街があるので、新しく加入した方があると聞いています。

委員長　　　　他にございませんか。なければ、産業緑地課の質疑及び意見は以上で終了いたします。
田園バレー事業課

委員長　　　　次に田園バレー事業課お願いします。

田園バレー事業課長　田園バレー事業課の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

川本委員　　　主要事業成果92ページ、前熊第４工区農地活用構想作成委託2994千円は、どのような内容を委託しているか。次に(2)耕作放棄地の営農開始に向け、土づくり、菜の花、レンゲの栽培を行ったとあるが、どれくらいの面積を行ったのか。又誰に委託されて行ったのか。
田園バレー事業課長　目的は前熊第４工区の遊休農地につきまして、その利活用を検討するということで委託しています。内容は新鮮な農産物の生産の場所、地産地消、食育、都市農村交流の促進、それから実施主体の検討ということを委託しています。前熊第４工区の景観作物につきましては、地元のオペレーター戸田邦夫氏へ委託しており、内容は草刈り、土地の耕起、菜の花、レンゲの植付けなど、これにつきましても耕作放棄地の営農開始に向けた土づくり、雑草防止、景観保全を実施したところです。面積については畑地が5ha、田が2haの７haであります。
川本委員　　　構想作成委託として、絵を描いて、それの受け皿となる方はできたのか。
田園バレー事業課長　現在のところ、実施内容どうするかということを検討しているところで、実施スタイルの方を検討する段階ですので、委託の中ではそこまで至っておりません。
川本委員　　　あいがも農法ということで昨年初めて試みをされたということであるが、この農法について園児に対する理解はできているのか。
田園バレー事業課長　園児については、最初に放鳥をしていただきました。そこの場所についてはＰＲ看板を立ててＰＲを行いました。その後、園児に対しては特に教育ということは行っていませんが、保育園の方では餅など食育という形で、食育の関係でつながりがありますので勉強していただきました。
川本委員　　　やはり園児ということで理解が難しいじゃないかということを考えたときに、それまで含めて今後、今年もこれを行っているが、命ということを大事にした、園児にも理解ができるようなことをこれからもしていかないと、問題が出てきたときに困るのではないかということをお願いしたい。
主要事業成果92ページ　(4)安心安全な農産物の生産を目指して、化学肥料を使わない有機栽培の実証ほ場を設置し、有機栽培に関する資材の有効かつ適正な使用法の実証を行い、町内農家への普及啓発を図ったとあるが、場所はあぐりん村の北側と思うが、収穫には参加してみえるが、実際に作業として参加される方が化学肥料を使わない方が参加してみえるのか。
田園バレー事業課長　場所はあぐりん村の北側です。一般市民を対象に収穫体験をし、ＰＲをしてきたところであす。それから、市ござらっせの会の方に学習会を通じてその場所を見ていただいて、手法等を検討していただいたとそういうことで昨年は行っています。そのあたりで町内普及として取り組んでいます。
原田委員　　　決算書185ページ、印刷製本費で予算が８千円で決算が368千円になったのはどうしてか。それから、商標出願登録手数料は予算書にはなかったが、決算書に出てきている。あと、前熊第４工区農地活用構想作成委託では、成果としてパンフレットという形にはなっていないのか。それから景観作物栽培も予算書になかったが、210万円の支出があるがこれはどういうことか。それと合鴨の小屋と備品で44万円を使っているが、これも費用対効果からいったらどうであったのか。
田園バレー事業課長　印刷費は平成19年度の平成こども塾の報告書を作成しました。初めてということで、写真入りで約90ページのものです。商標出願登録手数料はあぐりん村の名前と意匠を商標登録しました。前熊第４工区農地活用構想作成委託では昨年度検討会を６回実施し、そのあと報告書という形で作成しました。あいがも農法は今回初めてということもあり、場所的に新しいものを買い、野犬やヌートリア等もあるものですから電牧柵を買いました。
原田委員　　　決算書187ページ、平成こども塾の事業費が当初予算は2408万円であるが、決算では3418万円に増えている。一般事務嘱託員報酬が１人4,898,

919円で予算では2298万円となっているが、どうしてこんなになったのか。それから平成こども塾では都市ガス切替工事を行っているが、どうして切換えを行う必要があったのか。なぜ、ＬＰガスではいけなかったのか。
田園バレー事業課長　予算の段階では１名を予定しておりましたが、臨時職員が１名退職をし、又平成19年度行う中でやはり専門的な知識をもった方を雇用したいという要望の中で一般事務嘱託員を1名増やしまして、嘱託２名と臨時職員１名という体制で実施してきました。その分の１人分が増えております。ガスにつきましては、これから何年も使っていく中で都市ガスの方がランニングコストで安いということで判断しまして、都市ガスに変えたという経緯であります。
原田委員　　　決算書189ページ、市民農園の借地料350,032円、それで農学校との借地を比較すると市民農園の方が高いがその辺の違いはなにか。
田園バレー事業課長　単価が違うということがありますが、農学校の方は農地で１反7,000円、市民農園の方は建物を建てることを前提に借りたということもあり、単価が違っています。市民農園は借地基準に基づき計算したというものです。
原田委員　　　主要事業成果92ページ、耕作放棄地の土づくりのところで、ここは粘土と砂利が相当入っているわけですから、機械力を使って砂利を取ることを行った方がよいと思うが、人力で石を取ったのか。
田園バレー事業課長　昨年は草がありましたので、機械で雑草をとりました。そのあとに、機械で雑草も入れながら耕起をしております。石は昨年はやっておりません。大きな石は取りましたが、石拾いまでは委託には入っていません。
佐野副委員長　決算書189ページ、一般事務嘱託員の報酬は１人480万円でよいのか。
田園バレー事業課長　　２名分です。

財政課長　　　決算書のシステム上、当初予算で設定しました備考欄の名称をそのまま決算書の作成に引用していますので、当初予算で１名であれば決算書上も１名と表示されます。そこで校正を行って２名と訂正するところ、見逃してしまい、大変失礼をしました。
佐野副委員長　嘱託員と臨時職員がいるが、２名の嘱託員の位置づけはどのようか。

田園バレー事業課長　１名は塾長という形で、もう１名は一般事務の他、プログラムの中の補助的業務を行っています。　　　

佐野副委員長　作業の分担等について、指示は行っているか。こういうことをやってほしいとか、ここまではあなたの権限だとかの話はされているか。
田園バレー事業課長　職員が実質やっているところもありますが、職員のみでは間に合わない部分がありますので補助的な部分を行います。職員がコーディネーター的なことを実質行っていますが、学校連携については塾長が行うとか、サポーターの授業の中では一部嘱託員が行うというような形で業務を行っています。　

佐野副委員長　塾長の位置づけがあいまいであるので、行政の方でもっと明確に指導することにより混乱がなくなると思われるので検討を願いたい。

田園バレー事業課長　塾長については、分担をするということもありますけれども、全体の中を統括しながら実施してもらうということを話しています。指導しながら全体的に目を凝らしていくようお願いしています。
佐野副委員長　プログラム費用は決算書のどこにあたるのか。

田園バレー事業課長　プログラムにつきましては、187ページの平成こども塾創造スタッフ委託1,981,000円と講師報償金1,220,000円となっています。土曜、日曜のプログラムにつきましては創造スタッフ委託の方に入っていますが、学校連携とボランティアのお手伝いにつきましては報奨金の方に入っています。
委員長　　　　主要事業成果92ページ、景観作物栽培は210万円かかっているが、これを予算書になかったがどうして実施したのか。また効果はどうであったか。

田園バレー事業課長　前熊第４工区の土壌は粘質が多くて耕作がしづらいと農家から聞

いています。耕作放棄地については今後営農をしていきたく、農産物の生
産の場所として展開していきたいと考えています。実施したところについ
ては、地権者がなにも手を付けていなかったところですが、こうしたとこ
ろに草を刈って耕起して種をまきましたが、雑草が抑えられたということ
があります。そういった面につきまして効果があったと思いますし、土に

つきましても硬い土でありましたけれども、耕作に向けて準備ができたと
ころであります。当初の予定にはありませんでしたが、遊休放棄地の対策
を進めていこうとの意見がありましたので、年度途中に実施を予定しまし
た。
原田委員　　　平成こども塾事業で、小学校の参加形態はどのようか。
田園バレー事業課長　各学校の５・６年生が対象で、１日あたり１クラスで実施しております。

原田委員　　　校長先生を嘱託員でおいているが、子どもたちからの成果としては上がっているか。

田園バレー事業課長　内容としては、食育、伝統文化という面から成果が上がっていると考えています。
委員長　　　　他にございませんか。なければ、田園バレー事業課の質疑及び意見は以上で終了いたします。
この際、暫時休憩とします。

午前１１時１３分休憩
　　　　　　　
午前１１時２１分再開
土木課

委員長　　　　次に土木課お願いします。

土木課長　　　土木課の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

原田委員　　　主要事業成果85ページ、道路修繕で緊急を要するところとして、平成20年度に工事を実施した割合は道路延長に対してどれだけの割合になるのか。
土木課長　　　そのような割合については出していません。
伊藤委員　　　決算書195ページ、工事請負費の不用額で880万円、昨年度が400万円
　　　　　　今回が倍の不用額、先ほど事故防止のための緊急のために行うといわれたが、維持修繕でどうしてこんなに残るのか。需要の方が最あると思うがどうか。
土木課長　　　修繕につきましては、緊急時の修繕と通常の修繕があります。これは年間で委託をして月１回のパトロールしながら、緊急性のないところでは通常の維持修繕を行っています。土木課の場合は緊急的で至急行わなければならない場合もあり、住民の方に迷惑をかけることになるので結果的に残しています。
伊藤委員　　　400万円も余分に不用額が出ているのであれば、もう少しパトロールをきちんとやって、やる場所が少しでも解決できればよいと思うがどうか。
土木課長　　　道路についてはかなり悪いところもありますので、計画的に年次ごとにやって、延命を含めた修繕を行っていきたいと考えています。
原田委員　　　主要事業成果87ページ、交通安全施設設置工事について、安心安全課との協議をして結果、設置工事を行ったところはどこか。通学路安全対策で長配地内が入っているのか。そういうところでカラー舗装を行って車の平均スピードが落ちたとかなど、効果が実証できているか。
土木課長　　　安心安全課とすべて協議をして了解のうえ工事を実施しています。通学路や信号のない交差点については、できだけスピードが抑制できようなカラー舗装なり、白線で狭く見えるようなかたちで重点的に工事を行っていますので、成果は上がっていると思います。
委員長　　　　決算書193ページ、尾張建設協議会負担金以下の負担金はすべて負担金であるが、これはすべて必要か。近隣市町もすべて負担しているものか。
土木課長　　　これは県内すべての市町が加入しています。
原田委員　　　南部地内の西部線の連続照明は１灯いくらくらいであったか。他の照明に比べて割高であるか。
土木課長　　　定かではありませんが、１灯あたり30万円程度を聞いています。
伊藤委員　　　決算書193ページ、委託業務で当初予算の中に分筆業務とか街区基準点保守管理委託というものがあったと思うが、これがのっていなく、不用額
　　　　　　が160万円でているがどうしてか。
管理係長　　　分筆等委託業務につきまして１地区予定をしていましたが、地元の協議が整わず執行できませんでした。年末近くに話を詰めてましたが、間に合わなかったため執行を見送っています。街区基準点は保守管理を単価契約で予算計上していましたが、保守は発生しなかったため残額となりました。
委員長　　　　他にございませんか。なければ、土木課の質疑及び意見は以上で終了いたします。
計画課

委員長　　　　次に計画課お願いします。

計画課長　　　計画課の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

原田委員　　主要事業成果89ページ、原邸公園整備工事で遊具の設置を行った説明があったが、ここの遊具が利用者の関心を呼んで利用者が多いと、遠くから来るというようなことであるが、遊具を選定して結果的にどうであったか。
計画課長　　　ここにつきましては近隣公園ですので、遊具は地元自治会の皆さんに協議をしていただきまして選定していただいという経緯です。値段につきまして、一般のコンビネーション遊具とは異なり、特殊な遊具ですので多少金額は張りましたが、莫大な金額ではありません。
原田委員　　　入れた結果はどうであったか。
計画課長　　　現場を見ていただければ分かるかと思いますが、非常に多くの方に喜んで利用していただいています。
原田委員　　　主要事業成果90ページ、長久手中央土地区画整理組合発起人会への指導・助言として調査委託11,544,000円のこれは主にどういうことを調査されたのか。
計画課長　　　土地区画整理組合の設立するためには事業計画書、区画整理設計等の作成が必要となってきます。そういうものが主な事業で、平成20年度につきましては県に対して事前協議書を出すにあたりまして事業計画書の作成、設計図等の作成を行いました。
原田委員　　　土地区画整理は発足に向けて今どういう段階か。
計画課長　　　７月に県から事前協議の回答をいただきました。それで７月26日に地権者を集めた地元説明会を行いまして、本同意書の収集作業に入っています。今予定しておりますのが、本同意書の85％になりましたら、県の方に認可
申請をだしますので、この11月には認可がいただきたいと思っています。

委員長　　　　木造住宅の耐震診断について、改修費補助金が１棟60万円ということで、診断はしてもなかなか補修が進んでいないが、先進地の事例ではお金のかからない耐震改修のやり方を考えているようだが、そのようなところでの視察等を行っているか。
計画課長　　　先進地の視察については行っていませんが、県内で建築担当者会議の中で意見交換等を行っています。
原田委員　　主要事業成果91ページ、様々な申請書、届け出書の受理があるが、開発許可申請等で町が土地利用計画を定めているが、その計画に反するような申請がでて許可したようなものはあるのか。
計画課長　　　都市計画上の許可ですので、都市計画法に適用されないものについては受付しませんし、出てきたものについては適用しているか判断をして受け付けています。また、土地利用計画書との正誤性のないものについても受け付けていません。
委員長　　　　他にございませんか。なければ、計画課の質疑及び意見は以上で終了いたします。
　　　　この際、暫時休憩とします。
　　　　　　　
午前１１時５０分休憩
　　　　　　　
午後１時２分再開
消防本部

委員長　　　　次に消防本部お願いします。

消防総務課長　消防本部の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

原田委員　　　救急車の現場到着時間とか、現場から対象者収容したあとの搬送時間が新聞に掲載されていた。年報では救急車の現場到着までの時間は出ているが、現場から病院到着時間のそういう統計はどうか。
消防総務課長　手持ちの資料はありませんが、統計としてはとっています。
原田委員　　　予防対策として、きちっと行うことが火災の件数を抑えることにつながる。したがって、防火対策の件数は年俸にあるが、査察を行った件数はどうか。
消防総務課長　平成20年度につきまして、392棟に防火査察を行っています。危険物施設についきましては、93施設について防火査察を実施しています。
原田委員　　　防火対象物でいうと392分の207施設を行ったのか。
消防総務課長　207事業所の392棟ですが、１事業所の中に２棟とかありますので棟数の方が多くなっています。
原田委員　　　対象物の件数でいうと、1891でよいか。
消防総務課長　全体の150平方メートル以上の棟数でいえば、1891対象物となります。
原田委員　　　それは19年度より進んでいるのか。
消防総務課長　立入り検査規程というものを作っておりまして、1000平方メートル以上の特定対象物につきましては年１回以上、防火管理者がいるような対象物につきましては２年に１回、その他のものについては概ね２年に１回というような取り決めをしています。そのような規定を基に２年から３年の中で立ち入り検査ができればと計画して行っています。
原田委員　　　住宅用火災警報器は既設住宅にも付けるようとなったが、進行状況はどのようか。
消防総務課長　各種イベント等で住宅用火災報知器の設置率の調査を行っています。現在、公式として出ているものが、今年３月の結果として愛知県が63％、本町で63％の実施率となっています。
原田委員　　　福祉課の方で高齢者の実態調査によると、一人暮らし世帯が880世帯、後期高齢者世帯が267世帯あると聞いたが、高齢者世帯の掌握は消防ではどのようか。

消防総務課長　１つには自動通報システムがあります。そのようなシステムにかかるものにつきましては福祉部局から連絡をもらい通信指令室で管理を行っています。その他の高齢者につきましては、女性消防団員が訪問して防火点検を行っています。
委員長　　　　救急車の出動件数が1246件ということで前年度と比べると57件減少している。緊急性がないのに要請するというようなことが問題になっているが、そのようなことが少なくなったということなのか。

消防総務課長　全国的に平成20年度の救急件数は減少しました。国の方も広報等が功を奏したのかということを結論付けていますが、本町もそうしたこと地道に行った成果が表れてきたのではないと推測しています。

原田委員　　　救急隊の新型インフルエンザ対策として、必要な資機材は20年度で購入

できているのか。
消防総務課長　平成20年度で３分の１を整備しました。残る必要数については今年度購

入する予定です。

委員長　　　　他にございませんか。なければ、消防本部の質疑及び意見は以上で終了
いたします。

教育総務課

委員長　　　　次に教育総務課お願いします。

教育総務課長　教育総務課の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

伊藤委員　　　決算書223ページ、繰越明許費16,590,000円の内容はどのようか。
教育総務課長　この繰越明許費は北小学校の増築の実施設計委託費です。平成21年１月27日から8月31日まで設計委託を行ったため、繰越明許としたものです。
原田委員　　　各学校のパソコンの賃借料が出ているが、これは１台あたりいくらになるのか。
教育文化部長　リース料は各学校のサーバーからパソコン、ソフトも含んでいますので、今いくらかについてはでておりません。
原田委員　　　教育振興費について、小学校の場合ソフトの面で図書の購入費で一人当たりいくらか試算をしたことはあるのか。
教育総務課長　一人あたりいくらかという試算はしていません。文部科学省の方では学校図書標準ということで、各学校のクラス数に対してどれだけの蔵書が必要というという基準があります。その標準に見合うように図書の整備をしていくということになりますが、学校の方から必要な予算をあげて、予算の範囲内で購入しています。なお、標準の蔵書数に対して現在の蔵書数はかなり大きいという状況です。
原田委員　　　市ケ洞小学校の図書購入にあたりバーコードを導入されたが、その効果や先生への負担はどうか。
教育総務課長　図書ソフトは、月ごと、年間での利用等の集計は可能となり活用はできていますが、検証はまだできていません。
原田委員　　　図書購入費において北小学校で100円の減額、東小学校で300円の減額となっているが、児童一人当たりの単価にこれだけの差がでてよいのか。また、教育振興費が１人当たりいくらくらいかけているのか。
教育総務課長　図書の購入については、各学校の図書教諭の判断により蔵書を行っております。１人当たりの教育振興費は特に出していません。
教育文化部長　図書費の１人当たりを基準にすることにつきましては、児童数によって冊数が大幅に変わってきますので、学校図書標準に準じて購入を行っています。
原田委員　　　要保護準要保護補助金について、平成20年度の基準はどのようか。
教育総務課長　修学援助費につきましては、基準となるものは持っております。それは生活保護費の1.5倍前後とありますが、1.5倍というのは標準的なもので、
　　　　　　生活状況や支出の状況を斟酌しながら判断しています。

原田委員　　　周知の方法として、就学検診時に目のふれるところにおいていると聞いているが、平成20年度の状況はどうであったか。また、申請数と認定数はどうであったのか。
教育総務課長　周知は就学検診時のほか、ホームページ、広報などで行っています。
教育文化部長　認定人員は200人です。

原田委員　　　学校保険事業について、件数の統計はあるのか。
教育総務課長　学校保険は日本スポーツ振興センターに加入しています。平成19年度

の発生件数は410件で、被災率としては9.4％となっています。
原田委員　　　発生したけが等に対して、予防対策はどのように検討しているのか。

教育総務課長　体育の授業、部活動時がほとんどとなっています。担当する先生より指導させ予防に努めています。
原田委員　　　院内学級を開設しているが、平成20年度の状況はどうであったか。
教育長　　　　長久手小学校にある特殊支援学級の１つです。
原田委員　　　適応指導教室における平成20年度の利用はどうか。また、何人ほど学校に戻れたか。
教育総務課長　平成20年度は小学生で8人、中学生で5人の13人がＮハウスアイに通っていましたが、ずっとここにいる訳でなく出たり入ったりしているので、戻った数の把握は難しい。
委員長　　　　学校評議員は何名か、又評議員からだされた意見はどのようなものがあったのか。
教育長　　　　人数は５名です。学校によっては４名のところもあります。学期に１回ずつは行っており、行事とか登下校のことなどや学校評価にも参加をいただいています。
委員長　　　　教育振興費で学校図書館ブッククラブ負担金というものがあるが、各学校間においてブッククラブの情報交換はされているのか。また、中央図書館との連携、指導はあるか。負担金の使い方は図書教諭やブッククラブに任されているか。
教育総務課長　ブッククラブは組織です。各学校に望ましい図書を推薦提供する組織です。図書購入とは別にブッククラブから推薦された図書を購入していくものです。また、平成20年度は中央図書館との連携は行っていません。

教育長　　　学校間の連絡は、図書教諭以外に担当教諭もおりますので、町や郡の組織で連絡、会議を行っています。
水野委員　　　キャッププログラムについての効果はどのようか。
教育総務課長　キャッププログラムは各小学校で導入をして、ワークショップという形で、自分たちが身につける、児童が暴力等をはねのけるようなプログラムを受けています、学校の方も毎年続けています。
水野委員　　このプログラムを低学年でも行うことについてはどのようか。

教育文化部長　現在、４年５年の学年で行っています。この年代が一番の効果が期待できるため行っていますが、今後は低学年でもできるプログラムの検討を行っていきたいと考えています。
加藤委員　　　中学校費で、あいち・出会いと体験の道場事業委託とあるが、どのよう内容か。また、小中学校で水質検査委託と簡易水道検査手数料があるがどのような内容か。

教育総務課長　中学生が地域社会に出て行って職場体験を行うものです。企業、施設等で職場体験を行います。水道の水質検査では、水道の蛇口のところで塩素濃度等を量り安全かどうか確認しています。また、水質検査とは、プールの水質を検査して安全であると確認をするためのものです。
伊藤議員　　　少人数学級が平成20年度から導入され、効果・状況はどうであったか。
教育総務課長　平成20年度から県に先駆けて導入しました。中学校に進学する際に先生方の目が届くように対応すべきと少人数学級を導入しました。先生方の意見としては、目が届く声がかけられるということで、最大が35人ですので効果はでていると思っています。
伊藤委員　　　子どもたちは何ていっているか。

教育総務課長　子どもの意見までは聞いていません。

伊藤委員　　　ＩＴチューターもこの年からと思うが、効果はどうか。

教育総務課長　ＩＴチューターは各学校を回ってパソコン指導を行っています。講師は2名で年５回の派遣を行っており、同一レベルの教育が受けられるという点で効果があるものと思っています。

原田委員　　　準教科書負担金とはどういう教科書にお金を使用しているのか。
教育長　　　　理科では理科ノート、道徳の副読本、社会科では地域を勉強する長久手、体育の実技本などのような本に使用しています。

原田委員　　　この教科書は、各教室に備えつけてあるのか、個人に貸与しているのか。

教育長　　　　道徳だけが備え付けで、その他は個人に貸与しています。

原田委員　　　平成20年１月から子どもの医療費の枠が拡大され、早期発見、早期治療で効果があったと思うが、その辺りの効果はどうか。
教育文化部長　医療費無料化に伴っての状況について、把握までは行っていません。
委員長　　　　他にございませんか。なければ、教育総務課の質疑及び意見は以上で終了いたします。
この際、暫時休憩とします。
　　　　　　　
午後２時１２分休憩
　　　　　　　
午後 ２時２２分再開

生涯学習課

委員長　　　　休憩前に引続き会議を再開します。次に生涯学習課お願いします。

生涯学習課長　生涯学習課の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

川本委員　　　決算書273ページ、町民野球場管理費の中で町民野球場芝生等管理委託とあるが、管理委託の中身はどのようか。
生涯学習課長　芝生の草取り、芝刈りを７回、施肥を行っています。
川本委員　　　対象面積と単価はどのようか。
生涯学習課長　面積は5,400平方メートル、単価の詳細は出ておりません。
原田委員　　　野外活動施設における平成20年度の特別展は何人来場されたのか。
生涯学習課長　平成20年度は1,314人でありましたが、平成19年度は手元に資料がありません。
原田委員　　　文化協会等に毎年同額の補助金を出しているが、どういう補助金になっているのか。
生涯学習課長　各団体は会員から会費をとっているが、町からの補助金もあてにしていると思われます。
原田委員　　　その補助金は、事業を行うための補助なのか、組織を維持していくための補助なのかを検査されているのか。
生涯学習課長　文化協会は事業を行うのに多額の費用が必要となるという実績は受けていますので、かなりの金額は事業に使われていることを確認しています。
委員長　　　　主要事業110ページ、学校プール開放は増やすべきと思っていたが、前年度より451名減少しているが、原因はどのようか。
生涯学習課長　一時的には天候が大きく左右しています。
原田委員　　主要事業成果106ページ、成人式対象者の出席率はどのように分析しているか。
生涯学習課長　分析までは行っていませんが、町内に住民登録がない場合でも申込みがあれば受けていますので、対象者には住民登録プラス申し出のあった者の数になっています。
水野委員　　　決算書269ページ、左義長報償金では予算額より少ないがどうしてか。
生涯学習課長　申請は５件、実際に補助したところは４件です。なお、前熊地区で１カ所取り止めたところがあります。
原田委員　　　決算書269ページ、三ケ峯第７号窯発掘調査業務委託について、成果書はいつごろできるのか。
生涯学習課長　成果書については、今年度予算で作成します。
委員長　　　　他にございませんか。なければ、生涯学習課の質疑及び意見は以上で終了いたします。

文化の家

委員長　　　　次に文化の家お願いします。

文化の家事務局長　文化の家の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

川本委員　　　決算書265ページ、舞台管理業務委託、舞台関係保守点検業務、施設管理業務委託の業務を合計すると１億円以上となる。３カ年契約で契約しているが、当初から業者が変わっていないが今後の対策は検討されているのか。
文化の家事務局長　３カ年契約としているのは、舞台関係保守点検委託のみです。あとは単年度契約としています。３業務で５つの契約をしています。舞台管理業務につきましては愛舞協に委託していますが、ここは専門の業者で組織しており、会館のほとんどはここが委託を受けています。特殊性があるということで随意契約をさせていただいています。舞台関係保守点検委託は機器が特殊ということで導入した業者が行うのがふさわしいということで開館以来同一の業者で随意契約を行っています。施設管理業務委託は管理、警備等の業務委託をしておりまして、開館以来随意契約で行ってきています。随意契約の在り方については、今後検討していきたいと考えています。
原田委員　　　総務省から表彰を受けたのはいつか。
文化の家主幹　平成19年度です。
原田委員　　　平成20年度入場料収入やアートリビング講座受講料が多少減っているが、どういう理由か。

文化の家事務局長　国際オペラコンクールを実施したことにより、自主事業の数が減ったことが要因です。収入回収率は平成20年度が38％、平成19年度が39％で１％程度低下しています。ここ数年では40％前後で推移しています。
原田委員　　　町民の利用を増やすことが課題であると思うが、平成20年度は町民の利用者は増えているか。

文化の家事務局長　町内に限らず事業を行っていますので、町内の方がどれくらい増加したのかは把握していません。
原田委員　　　フレンズの会員は増えているのか。
文化の家事務局長　フレンズの数は毎年増えてきています。
委員長　　　　決算書265ページ、修繕に関して年次計画のようなものは立てているのか。
文化の家事務局長　10年が経過したということで様々な箇所で修繕が必要となっています。今後、大規模な修繕が必要となってきますので、早い時期に計画を作っていきたいと考えていますが、現在のところ計画はありません。
原田委員　　町内の小中学生の利用はあるのか。また、出前で小中学生に指導することはあるのか。
文化の家事務局長　小中学生の利用は特にありません。出前講座は中学校２校へデアートを実施しています。
委員長　　　　他にございませんか。なければ、文化の家の質疑及び意見は以上で終了いたします。

中央図書館

委員長　　　　次に中央図書館お願いします。

中央図書館事務局長　中央図書館の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

加藤委員　　　英語の絵本お話し会は対象が外国人か。
中央図書館事務局長　日本の方を対象に実施しています。
原田委員　　　団体貸出しはどれくらい増えているのか。
中央図書館事務局長　平成20年度は289件で、前年度は239件でした。
原田委員　　　ベストセラー本は購入に制限があると思うが、町では何冊まで購入しているか。
中央図書館事務局長　特にそのような基準はありませんが、５冊程度の購入です。
委員長　　　　利用者数は日進市で図書館がオープンをしたと思うが、町内、町外の割合は変わったのか。
中央図書館事務局長　平成20年度の町内利用者が94,075人で67.9％、広域が44,478人で32.1％となっています。
委員長　　　　駐車場の苦情はあるのか。

中央図書館事務局長　特に夏場には、桧ケ根公園利用者が南駐車場を利用するため、満車となることが苦情を受けたことがありました。

委員長　　　　その対策はあるのか。

教育文化部長　対策としては、文化の家駐車場を共用して使うことしか対策はありません。

委員長　　　　他にございませんか。なければ、中央図書館の質疑及び意見は以上で終了いたします。

議会事務局

委員長　　　　次に議会事務局お願いします。

議会事務局長　議会事務局の決算について説明。
委員長　　　　説明は終わりました。これより質疑等を行います。
　　　　　　　質疑及び意見のある委員は挙手を願います。ございませんか。

委員長　　　　なければ、議会事務局の質疑及び意見は以上で終了いたします。

この際、暫時休憩とします。
　　　　　　　
午後３時１８分休憩
　　　　　　　
午後 ３時２８分再開

委員長　　　　休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。討論採決を行います。最初に反対討論を行います。ございませんか。

原田委員　　　財政力豊かな町であるということで、４選をされた加藤梅雄町長の姿勢で、新規事業に対する甘さ、費用対効果で十分だったということであっても、やはり続けるという姿勢がはっきりとあったと思います。それから、もう１つは、人事管理の面において役場職員の皆さんが住民のために、創意工夫をして仕事をする、住民の様々な生活困難や要求に対して親切に対応しようとする姿勢が見られなかった。それは４選をされた加藤町長のおごりがあったのではないか。財政力が豊かな町であるからこそ、子ども医療費の助成、妊婦健康診査の拡大したのがあって、それがほんとうに喜ばれて、そういう点では時代の先取りもしているわけですが、しかし、本当に町民のために町政が運営される、そういう姿勢というのに欠けていたと思います。したがって、一般会計決算の認定についてはやはり認めるという訳にはいきません。
委員長　　　他にございませんか。ないようですので次に賛成討論を行います。ござい
ませんか。
ないようですので採決を行います。認定第１号平成20年度長久手町一般会計決算認定について原案のとおり認定することに賛成の委員の挙手を求めます。
　　　　挙手多数であります。よって認定第１号は原案のとおり認定することに決しました。
　　　　
　　　　執行部の方はありがとうございました。
　　　　
（執行部退席）
委員長　　　　報告書については、正副委員長にご一任いただけますでしょうか

　　　（異議なし）

　　　　それではそのようにさせていただきます。
午後３時32分閉会
以上、要点筆記は会議内容と相違ないので署名する。
平成２１年９月９日
決算特別委員会委員長　じんの和子
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